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と
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場
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第
一
節

東
海
道
宿
々
の
成
立
と
伝
馬
制
度

第
一
項

宿
場
の
設
置

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
正
月
、
徳
川
家
康
は
全
国
統
一
政

伝
馬
定
書

策
の
一
環
と
し
て
東
海
道
に
宿
場
（
宿
駅
）
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
の
宿
々

に
対
し
て
伝
馬
の
確
保
と
調
達
の
た
め
に
伝
馬

定

書
と
伝
馬
朱
印

状

を

て
ん

ま

さ
だ
め
が
き

て
ん

ま

し
ゅ
い
ん
じ
ょ
う

下
付
し
た
。
さ
ら
に
翌
七
年
（
一
六
〇
二
）
以
降
、
中
山
道
以
下
の
主
要

か

ふ

街
道
に
も
宿
場
を
設
定
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
江
戸
時
代
の
主
要
街
道
の
宿
場
で
は
、
律
令
制
国
家
時
代

の
駅
伝
制
に
起
源
を
有
す
る
伝
馬
制
度
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

伝
馬
制
度
と
は
、
宿
場
が
用
意
す
る
伝
馬
に
よ
っ
て
貨
客
を
宿
場
ご
と
に

リ
レ
ー
し
て
継
ぎ
送
る
制
度
の
こ
と
で
あ
る
。
戦
国
時
代
か
ら
有
力
大
名

は
分
国
内
に
お
い
て
独
自
の
伝
馬
制
度
を
設
け
て
い
た
が
、
こ
こ
に
至
っ

ぶ
ん
こ
く

て
家
康
は
そ
れ
を
統
一
し
て
全
国
に
拡
大
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
統
一
政
権
誕
生
の
証
で
も
あ
っ
た
。

慶
長
六
年
正
月
に
東
海
道
の
宿
々
へ
下
付
し
た
伝
馬
定
書
に
は
、
三
六

疋
の
伝
馬
を
常
備
し
て
お
く
こ
と
、
伝
馬
の
継
立
区
間
、
伝
馬
を
常
備
す

ぴ
き

つ
ぎ
た
て

る
代
償
と
し
て
一
定
の
伝
馬
屋
敷
の
地
子
（
年
貢
）
を
免
除
す
る
こ
と
、

じ

し

一
疋
の
伝
馬
へ
の
積
載
量
を
三
〇
貫
目
（
一
一
二
・
五
㎏
）
以
下
に
制
限

す
べ
き
こ
と
な
ど
が
記
し
て
あ
る
。
こ
の
と
き
関
地
蔵
（
関
宿
）
へ
下
付

さ
れ
た
伝
馬
定
書
の
文
面
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

御
伝
馬
之
定

一
三
拾
六
疋
ニ
相
定
候
事

一
上
口
ハ
坂
下
迄
、
下
ハ
亀
山
迄
之
事

一
右
之
馬
数
壱
疋
分
ニ
居
屋
敷
四
拾
坪
宛
被
下
候
事

一
坪
合
千
四
百
四
拾
坪
、
以
居
屋
敷
可
被
引
取
事

一
荷
積
ハ
壱
駄
ニ
卅
貫
目
之
外
付
被
申
間
敷
候
、
其
積
ハ
秤
次
第
た
る
へ
き

事

右
之
条
々
、
相
定
上
不
可
有
相
違
者
也
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慶
長
六
年
丑
正
月

伊
奈
備
前
（
印
）

彦
坂
小
刑
部
（
印
）

大
久
保
十
兵
衛
（
印
）

関
地
蔵年

寄
中

）

（
川
北
家
文
書
三
‐
一
‐
一
・
史
62

こ
の
伝
馬
定
書
に
よ
り
関
地
蔵
宿
は
伝
馬
三
六
疋
を
常
備
し
、
そ
の
伝

（

）

（

「

」

）

馬
の
継
立
区
間
が
上
り

西
方

は
坂
之
下

以
下

坂
ノ
下

と
す
る

つ
ぎ
た
て

ま
で
、
下
り
（
東
方
）
が
亀
山
ま
で
と
決
め
ら
れ
、
伝
馬
一
疋
に
つ
き
四

〇
坪
の
居
屋
敷
の
年
貢
が
免
除
と
な
り
、
合
わ
せ
て
一
四
四
〇
坪
の
無
税

地
を
補
償
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
伝
馬
だ
け
で
は
継
立
業
務
が
遂
行
で
き
な

、

。

い
の
で

同
時
に
人
足
三
六
人
も
常
備
す
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る

こ
の
と
き
の
関
地
蔵
宿
の
一
四
四
〇
坪
の
伝
馬
屋
敷
は
、
木
崎
村
の
中

か
ら
与
え
ら
れ
た
（

九
々
五
集
』
巻
一
城
地
・
年
譜
部

二
九
頁

。
伝

『

）

馬
定
書
の
発

給

者
は
、
将
軍
徳
川
家
康
の
重
臣
で
あ
る
大
久
保
長
安
・

は
っ
き
ゅ
う
し
ゃ

彦
坂
元
正
・
伊
奈
忠
次
の
三
名
で
、
当
時
「
三
目
代
」
と
称
さ
れ
て
い
た

伝
馬
事
業
の
担
当
者
で
あ
っ
た
。

亀
山
・
坂
ノ
下
に
は
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
の
伝
馬
定
書
が
残
っ
て

い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
地
蔵
宛
の
伝
馬
定
書
の
文
面
に
よ
り
、
亀

山
・
坂
ノ
下
も
慶
長
六
年
正
月
に
関
と
と
も
に
宿
場
に
設
定
さ
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
亀
山
の
三
六
疋
分
の
伝
馬
屋
敷
は
二

五
〇
〇
坪
で
、
東
町
・
西
町
の
中
か
ら
分
与
さ
れ
た
（

九
々
五
集
』
巻

『

一
城
地
・
年
譜
部

二
八
頁

。
）

な
お
、
四
日
市
場
（
四
日
市
宿
）
と
土
山
宛
の
伝
馬
定
書
も
残
っ
て
お

り

徳
川
家
康
文
書
の
研
究

下
ノ
一
・
二
所
収

前
者
に
は

上

口

（
『

』

）
、

「
の
ぼ
り
ぐ
ち

は
亀
山
迄
」
と
あ
り
、
後
者
に
は
「
下
り
は
坂
下
ノ
事
」
と
あ
っ
て
、
こ

れ
に
よ
っ
て
も
亀
山
・
坂
ノ
下
が
慶
長
六
年
正
月
に
東
海
道
の
宿
場
に
設

定
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
四
日
市
場
宛
の
伝
馬
定
書
に
よ
り
、

こ
の
と
き
に
は
四
日
市
～
亀
山
宿
間
の
庄
野
・
石
薬
師
が
未
だ
宿
場
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。
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伝
馬
定
書
と
併
せ
て

「
伝
馬
朱
印
」
の
印
文
の
下
に
馬

伝
馬
朱
印
状

、
て
ん

ま

し
ゅ
い
ん

い
ん
ぶ
ん

士
が
馬
を
牽
く
絵
柄
が
描
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
駒
牽
朱
印
」
と
呼
ば
れ
る

こ
ま
び
き
し
ゅ
い
ん

伝
馬
朱
印
を
定
め
、
こ
れ
を
東
海
道
に
設
定
し
た
宿
々
へ
配
布
し
た
。
こ

の
と
き
関
地
蔵
宿
へ
下
付
さ
れ
た
伝
馬
朱
印
状
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

定
（
駒
牽
朱
印
）

此
御
朱
印
な
く
し
て
伝
馬
不
可
出
者
也
、
依
如
件
、

慶
長
六
年正

月
日

関
地
蔵

（

）

川
北
家
文
書
三
‐
一
‐
一
・
史
63

こ
の
伝
馬
朱
印
状
は
、
こ
の
「
駒
牽
朱
印
」
が
捺
し
て
あ
る
朱
印
状
を

携
行
す
る
者
以
外
に
は
、
宿
場
で
常
備
す
る
伝
馬
を
無
賃
で
提
供
す
る
こ

と
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
各
宿
に
対
し
、
こ
の
朱
印

を
押
し
た
書
状
を
携
行
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
伝
馬
数

を
無
賃
で
提
供
し
、
隣
の
宿
場
ま
で
継
ぎ
立
て
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で

あ
る
。

後
に
将
軍
が
使
役
を
許
可
し
た
宿
人
馬
を
朱
印
伝
馬
、
あ
る
い
は
朱
印

伝
馬
人
足
と
称
し
、
朱
印
伝
馬
の
利
用
許
可
状
を
伝
馬
手
形
・
伝
馬
朱
印

状
・
宿
送
り
手
形
な
ど
と
称
し
た
。
右
の
伝
馬
朱
印
状
は
、
そ
の
利
用
許

可
状
の
印
鑑
証
明
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。

天
下
統
一
以
前
の
徳
川
家
康
は
伝
馬
手
形
に
「
伝
馬
之

調

」
の
四
字

て
ん

ま

の

し
ら
べ

を
印
文
に
し
た
朱
印
を
用
い
て
い
た
が
、
こ
の
慶
長
六
年
正
月
に
伝
馬
手

形
の
押
印
を
「
駒
牽
朱
印
」
に
改
め
た
の
で
あ
る
。
な
お
伝
馬
手
形
の
朱

印
は
、
家
康
が
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
に
将
軍
を
秀
忠
に
譲
っ
て
駿

府
へ
移
る
と
、
新
し
く
印
文
を
「
伝
馬
無
相
違
可
出
者
也
」
と
い
う
九
字

て
ん

ま

そ
う

い

な
く
だ
す
べ
き
も
の
な
り

を
三
行
に
し
、
そ
れ
を
縦
二
つ
割
に
し
て
右
半
分
を
大
御
所
の
家
康
が
用

、

。

い

左
半
分
を
江
戸
に
い
る
二
代
将
軍
の
秀
忠
が
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た

そ
の
後
、
家
康
の
右
半
分
は
三
代
将
軍
の
家
光
が
用
い
、
以
降
の
将
軍
が
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左
右
代
わ
る
が
わ
る
に
使
用
し
た
。

こ
の
「
駒
牽
朱
印
」
を
捺
し
た
朱
印
状
は
、
十
八
世
紀
は
じ
め
ご
ろ
ま

で
は
坂
ノ
下
宿
で
も
所
持
し
て
い
た
ら
し
い

『
九
々
五
集
』
に
は
「
駒

。

御
朱
印
に
今
奉
所

持

候

駅
馬
ハ
、
近
所
ニ

水
口
・
坂
之
下
・
関

而

し
ょ

じ

た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う

て

地
蔵
・
四
日
市
」
と
あ
る
（
同
書
巻
第
五
往
還
・
伝
馬
出
馬
・
壁
書

二

五
一
頁

。）

こ
う
し
て
東
海
道
に
は
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
正
月
に
宿
場
が
設
置

さ
れ
、
翌
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
に
は
中
山
道
に
も
宿
場
が
設
置
さ
れ

た
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
街
道
の
宿
々
は
、
全
て
が
同
時
期
に
設
置
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
く
、
徐
々
に
追
加
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
東
海

道
で
は
、
袋
井
・
石
薬
師
宿
が
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
の
設
置
、
箱
根

宿
は
元
和
四
年

川
崎
宿
は
元
和
九
年
の
成
立

庄
野
宿
は
寛
永
元
年

一

、

、

（

六
二
四
）
の
成
立
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
東
海
道
五
十
三
宿
が
揃

っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
東
海
道
は
五
十
三
宿
で
は
な
く
、
京
都
か
ら
さ
ら
に
大
坂
ま
で
続

い
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
、
こ
れ
だ
と
五
十

七
宿
で
あ
る
。
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
創
設
さ
れ
る
幕
府
の
道
中
奉

行
は
、
こ
の
五
十
七
宿
を
東
海
道
の
宿
と
し
て
管
轄
す
る
こ
と
に
な
る
。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
の
伝
馬
定
書
で
は
、

伝
馬
・
駄
賃
馬
と
人
足

伝
馬
へ
の
荷
物
の
積
載
量
は
三
〇
貫
目
以
内
と
あ
っ
た
。
そ
れ
が
翌
慶
長

七
年
六
月
の
伝
馬
・
駄
賃
馬
に
よ
る
継
立
荷
物
の
重
量
規
定
書
で
は
、
伝

つ
ぎ
た
て

馬
の
荷
物
は
三
二
貫
目
、
駄
賃
を
と
る
一
般
の
馬
の
荷
物
は
四
〇
貫
目
以

内
と
し
て
、
両
者
の
間
に
差
を
つ
け
て
い
る
。
関
地
蔵
宿
に
下
付
さ
れ
た

そ
の
重
量
規
定
書
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

定

関
地
蔵
宿
中

一
於
宿
々
荷
物
付
番
不
相
定
、
出
合
次
第
早
速
可
付
送
事
、

一
御
伝
馬
荷
物
は
壱
駄
付
卅
弐
貫
目
、
并
駄
賃
は
四
拾
貫
目
相
極
候
、
若

於
難
渋
輩
は
以
書
付
可
申
上
事
、

一
荷
物
軽
重
之
儀
者
は
は
か
り
を
為
遣
候
間
、
か
け
改
可
付
事
、
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（
マ
マ
）

一
駄
賃
ね
積
之
儀
は
奈
良
屋
市
右
衛
門
尉
・

屋
三
四
郎
申
付
候
条
、
此

両
人
切
手
次
第
可
仕
事
、

一
御
伝
馬
・
駄
賃
共
ニ
不
限
夜
中
早
々
可
付
送
事
、

右
条
々
、
相
定
畢
、
若
於
違
背
之
族
は
可
為
曲
事
者
也
、
仍
如
件
、

慶
長
七
年
寅
六
月
二
日

伊
奈
備
前
守
㊞

加
藤
喜
左
衛
門
㊞

板
倉
四
郎
右
衛
門
㊞

大
久
保
十
兵
衛
㊞

（
川
北
家
文
書
二
䢢
二
・
史

）
66

こ
の
重
量
規
定
書
は
関
地
蔵
宿
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

内
容
は
原
則
的
に
東
海
道
や
中
山
道
の
全
宿
々
に
も
適
用
さ
れ
た
。
定

書

さ
だ
め
が
き

の
発

給

者
は
伊
奈
忠
次
・
加
藤
正
次
・
大
久
保
長
安
に
加
え
、
京
都
所

は
っ
き
ゅ
う
し
ゃ

司
代
の
板
倉
勝
重
も
入
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
す
で
に
宿
場
で
は
公
用
の
伝
馬
だ
け
で
な
く
、
一
般
の

人
々
が
利
用
す
る
駄
賃
馬
も
提
供
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
各
宿
で
統
一
し

た

秤

を
備
え
て
い
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
四
条
目
で
は
、
江
戸
町
年

は
か
り

寄
の
奈
良
屋
・
樽
屋
が
宿
場
間
の
駄
賃
を
決
定
す
る
か
ら
そ
れ
に
従
う
よ

う
に
と
あ
る
の
で
、
こ
の
定
書
を
発
給
し
た
直
後
に
駄
賃
の
規
定
書
が
出

さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

馬
へ
の
積
載
量
は
そ
の
後
、
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
に
駄
賃
馬
が

四
五
貫
と
な
っ
た
が
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に
は
伝
馬
と
駄
賃
馬
の

両
方
を
四
〇
貫
目
に
統
一
し
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
基
準
と
な
っ
た
。
こ
の

四
〇
貫
目
の
荷
物
を
積
む
馬
を
本
馬
と
い
う
。

馬
の
利
用
方
法
に
は
こ
の
本
馬
の
ほ
か
、
人
が
一
人
乗
っ
て
そ
の
両
脇

に
合
わ
せ
て
二
〇
貫
目
ま
で
の
荷
物
を
つ
け
る
乗
掛
（
乗
尻
・
乗
掛
下
と

の
り
か
け

も
）
と
、
人
一
人
だ
け
が
乗
る
軽
尻
（
空
尻
・
荷
な
し
と
も
）
が
あ
り
（
手

か
る
じ
り

荷
物
と
い
う
こ
と
で
五
貫
目
ま
で
の
荷
物
を
つ
け
る
こ
と
は
容
認
さ
れ

た
）、
人
が
乗
ら
な
く
て
も
五
～
二
〇
貫
目
の
荷
物
は
軽
尻
と
か

鐙

付
と

あ
ぶ
み
つ
き
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言
っ
た
。
さ
ら
に
幕
府
の
法
令
に
は
出
て
こ
な
い
が
、
馬
の
背
に
棒
の
よ

う
な
も
の
を
左
右
に
渡
し
、
そ
の
棒
の
両
先
端
に
籠
の
よ
う
な
も
の
を
つ

か
ご

け
て
そ
の
籠
に
人
一
人
ず
つ
が
乗
る
二
方
荒
神
や
、
そ
の
真
ん
中
の
馬
の

に

ほ
う
こ
う
じ
ん

背
に
も
う
一
人
乗
る
三
方
荒
神
と
い
う
乗
り
方
も
あ
っ
た
。

さ
ん
ぽ
う
こ
う
じ
ん

江
戸
時
代
初
期
に
は
馬
を
中
心
に
し
た
荷
物
の
継
立
が
中
心
で
あ
っ
た

つ
ぎ
た
て

た
め
か
、
人
足
に
関
す
る
規
定
は
少
な
い
。
し
か
し
慶
長
十
四
年
（
一
六

〇
九
）
に
幕
府
年
寄
衆
が
東
海
道
見
付
宿
へ
宛
て
た
定
書
に
は
、
人
足
賃

を
「
壱
人
ニ
付
壱
里
ニ
京
銭
八
文
」
と
し
、
そ
れ
は
「
馬
半
分
」
の
金
額

で
あ
る
と
記
し
て
あ
る
（

静
岡
県
史
料
』
五
輯

一
六
八
頁

。

『

）

一
般
に
、
人
足
が
担
ぐ
荷
物
は
五
貫
目
（
約
一
八
・
七
五
㎏
）
を
基
準

に
し
た
。
五
貫
目
を
超
え
れ
ば
目
方
に
応
じ
、
た
と
え
ば
六
貫
で
一
人
二

分
の
人
足
賃
、
一
〇
貫
目
で
二
人
持
と
な
る
。
一
人
二
分
と
は
、
一
人
で

担
ぐ
が
、
人
足
賃
を
規
定
の
二
割
増
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

律
令
制
の
駅
馬
を
利
用
で
き
る
の
は
国
家
公
用
の
み
で
あ
り
、
戦
国
大

名
の
領
内
で
の
伝
馬
も
基
本
的
に
は
そ
の
大
名
が
許
可
し
た
際
に
だ
け
利

用
が
許
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
江
戸
時
代
の
五
街
道
の
伝
馬
制
度
は
、

幕
府
御
用
が
最
優
先
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
御
用
通
行
の
な
い
と
き
に
は

一
般
荷
物
を
運
ん
で
駄
賃
稼
ぎ
を
行
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
、
こ
れ
が
こ
の

時
期
に
お
け
る
民
間
交
通
を
活
性
化
さ
せ
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
。

（

）

、

相
対
助
郷

元
和
二
年

一
六
一
六

四
月
に
徳
川
家
康
が
死
亡
す
る
と

あ
い
た
い

幕
府
は
政
治
的
動
揺
が
露
呈
す
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
直
ち
に
諸

政
策
を
講
じ
た
。
交
通
面
で
の
政
策
と
し
て
は
、
ま
ず
元
和
二
年
八
月
に

関
東
地
方
の
渡
船
場
で
通
行
人
の
取
締
り
を
開
始
し
、
次
い
で
同
年
十
一

月
に
は
東
海
道
・
中
山
道
の
宿
々
に
宿
取
締
り
令
を
出
し
て
い
る
。
次
に

示
す
も
の
は
、
元
和
二
年
に
出
さ
れ
た
関
宿
宛
の
宿
取
締
り
令
で
、
荷
物

の
目
方
や
駄
賃
・
人
足
賃
の
改
定
な
ど
が
示
し
て
あ
る
。

定

一
御
伝
馬
并
駄
賃
荷
、
い
つ
れ
も
壱
駄
付
四
拾
貫
目
之
事
、

一
関
よ
り
坂
之
下
迄
上
下
荷
物
壱
駄
ニ
付
ひ
た
銭
三
拾
七
文
、
亀
山
へ
弐
拾
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五
文
、
并
帰
馬
之
駄
賃
銭
も
右
同
前
之
事
、

付
、
人
足
賃
壱
人
に
馬
之
半
分
た
る
へ
き
事
、

一
御
定
之
外
増
銭
取
も
の
於
有
之
は
其
町
中
よ
り
過
銭
と
し
て
家
一
間
に
付

て
ひ
た
銭
百
文
つ
ゝ
可
出
之
、
但
当
人
ハ
五
十
日
可
為
籠
者
事
、

一
御
伝
馬
・
駄
賃
荷
、
宿
中
馬
持
次
第
可
付
之
事
、

一
駄
賃
馬
多
入
候
時
は
、
其
町
よ
り
在
々
の
馬
を
も
や
と
ひ
、
荷
物
遅
々
無

之
様
に
雨
風
を
も
不
嫌
可
出
之
事
、

右
条
々
、
若
於
相
背
は
、
其
町
之
年
寄
共
可
為
曲
事
者
也
、
仍
如
件
、

元
和
弐
年
霜
月
日

安
藤
対
馬
（
印
）

土
居
大
炊
（
印
）

酒
井
備
後
（
印
）

本
多
上
野
（
印
）

板
倉
伊
賀
（
印
）

（
川
北
家
文
書
二
‐
三
・
史

）
68

荷
物
の
目
方
や
人
馬
賃
銭
の
規
定
と
と
も
に
、
町
中
（
宿
場
）
で
常
備

し
て
い
る
以
上
の
多
数
の
駄
賃
馬
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
宿
場
近
郊

村
々
の
在
郷
馬
を
召
集
し
て
も
よ
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

記
さ
れ
た
内
容
の
ほ
と
ん
ど
が
宿
場
の
保
護
を
画
策
し
た
も
の
で
、
こ
の

宿
取
締
り
令
は
交
通
手
段
の
安
定
的
な
確
保
を
目
指
し
た
も
の
と
言
え

る
。町

中
（
宿
場
）
に
よ
る
在
郷
馬
の
召
集
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
後
の
助

郷
制
の
端
緒
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
在
郷
と

い
う
も
の
が
ど
の
範
囲
を
指
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
宿
場
に
よ
る
強

制
的
な
召
集
権
限
が
あ
っ
た
の
か
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
は
未
だ
宿
方
へ
馬
を
出
す
べ
き
在
郷
の
範
囲
指

定
は
な
く
、
そ
の
召
集
に
つ
い
て
も
宿
方
と
在
郷
と
の
相
対
で
決
ま
っ
た

あ
い
た
い

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
宿
方
に
よ
る
在
郷
の
馬
の
徴
発
の
あ
り

方
を
、
一
般
に
相
対
助
郷
と
い
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
幕
府

に
よ
る
宿
場
の
保
護
策
に
よ
っ
て
、
宿
場
で
は
人
馬
の
円
滑
な
確
保
が
で
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き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
馬
の
円
滑
な
確
保
に
よ
り
、
東
海
道
筋
を
利

用
し
て
の
幕
府
に
よ
る
大
軍
派
遣
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
徳
川
家
康
や
そ
れ
に
続
く
秀
忠
・

将
軍
上
洛
と
継
飛
脚
給
米

家
光
は

し
ば
し
ば
大
軍
を
率
い
て
上
洛
し
た

慶
長
十
九

一
六
一
四

・

、

。

（

）

二
十
年
（
一
六
一
五
）
の
大
坂
の
陣
の
際
に
も
、
大
軍
を
大
坂
へ
派
遣
し

た
。こ

れ
ら
の
大
軍
派
遣
は

大
半
が
東
海
道
宮

熱
田

宿
か
ら
美
濃
路
・

、

（

）

中
山
道
経
由
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
前
後
に
派
遣
さ
れ
る
使
者
の
な
か
に
は

全
行
程
を
東
海
道
と
す
る
者
も
い
た
。
ま
た
将
軍
・
大
御
所
の
上
洛
の
行

程
が
美
濃
路
・
中
山
道
経
由
で
は
な
く
、
東
海
道
を
そ
の
ま
ま
西
に
進
ん

で
亀
山
・
関
・
坂
ノ
下
を
通
り
鈴
鹿
峠
を
越
え
た
り
、
帰
路
に
こ
の
行
程

を
利
用
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
大
通
行
の
と
き
に
は
、
当
然
前
述
し
た
よ
う
な
在
郷
馬
が
召

集
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
の
宿
取
締
り
令
は
、

従
来
の
将
軍
上
洛
や
大

坂
の
陣
で
の
大
軍
派
遣

の
経
験
を
も
と
に
発
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。将

軍
や
大
御
所
の
上

洛
に
は
大
軍
を
と
も
な

っ
た
の
で
、
そ
の
機
会

に
街
道
や
宿
場
が
拡

充
・
整
備
さ
れ
た
。
特

に
寛
永
十
一
年
（
一
六

三
四
）
の
三
代
将
軍
家

光
に
よ
る
上
洛
は
、
随

行
人
数
が
三
〇
万
人
を

超
え
る
最
大
の
行
軍
で

あ
っ
た
。

表15 将軍・大御所の上洛通行
出典は『徳川実記』第１・２編（ 新訂増補国史大系』38・39巻）『

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kinsei/image/03/gi.htm?pf=2091hy015.JPG&?pn=%E8%A1%A815 %E5%B0%86%E8%BB%8D%E3%83%BB%E5%A4%A7%E5%BE%A1%E6%89%80%E3%81%AE%E4%B8%8A%E6%B4%9B%E9%80%9A%E8%A1%8C%E3%80%80%E3%80%80%E5%87%BA%E5%85%B8%E3%81%AF%E3%80%8E%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%9F%E8%A8%98%E3%80%8F%E7%AC%AC%EF%BC%91%E3%83%BB%EF%BC%92%E7%B7%A8
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将
軍
や
大
御
所
の
上
洛
や
そ
の
帰
路
に
鈴
鹿
峠
越
え
の
行
程
を
利
用
し

た
例
を
示
し
た
も
の
が
表

で
あ
る
。
鈴
鹿
峠
越
え
に
よ
る
東
海
道
利
用

15

の
際
に
は
、
将
軍
の
宿
泊
所
と
し
て
こ
の
地
域
で
は
亀
山
城
が
利
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

、

（

）

、

幕
府
は
将
軍
家
光
の
上
洛
に
先
立
ち

寛
永
十
年

一
六
三
三

三
月

東
海
道
と
美
濃
路
の
各
宿
に
対
し
て
継
飛

脚

給
米
を
支
給
し
た
。
継
飛

つ
ぎ

ひ

き
ゃ
く

脚
と
は
、
幕
府
に
よ
る
飛
脚
の
こ
と
で
あ
る
。

継
飛
脚
の
業
務
は
、
各
宿
の
宿
問
屋
の
指
示
に
よ
っ
て
幕
府
公
用
の
手

紙
や
荷
物
を
御
状
箱
な
ど
に
入
れ
て
次

宿

へ
継
ぎ
送
る
こ
と
で
、
言
わ

つ
ぎ
し
ゅ
く

ば
宿
場
の
最
大
の
任
務
で
あ
っ
た
。
継
飛
脚
は
通
常
二
人
一
組
と
な
り
、

一
人
が
御
状
箱
を
か
つ
ぎ
、
残
り
の
一
人
が
肩
代
わ
り
要
員
と
し
て
付
き

添
っ
て
夜
間
に
は
高
張
提
灯
を
持
っ
て
走
っ
た
。

寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
に
幕
府
の
勘
定
組
頭
等
か
ら
関
宿
に
通
達
さ

れ
た
継
飛
脚
給
米
支
給
の
文
面
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

関

一
米
拾
五
石
六
斗
弐
升
七
合

京
枡

是
ハ
御
伝
馬
人
足
并
次
飛
脚
御
用
之
た
め
ニ
、
関
伝
馬
中
へ
当
酉
之
年

、

、

、

毎
年
被
下
候
間

右
町
之
年
寄
手
形
を
取
被
相
渡

重

可
有
御
勘
定
候

而

以
上
、寛

永
拾
酉

三
月
廿
七
日

杉
田
九
郎
兵
衛
（
印
）

武
藤
理
兵
衛
（
印
）

曽
根
源
左
衛
門
（
印
）

井
上
新
左
衛
門
（
印
）

花
房
志
摩
守
殿

（

）

川
北
家
文
書
二
‐
五
‐
一
・
史
69

幕
府
の
勘
定
組
頭
が
、
幕
府
代
官
や
大
名
等
を
通
じ
て
宿
々
に
一
定
の

継
飛
脚
給
米
を
支
給
し
た
。
関
宿
は
寛
永
十
年
に
は
幕
府
領
で
あ
り
、
伊
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勢
山
田
奉
行
の
花
房
幸
次
か
ら
一
五
石
余
の
継
飛
脚
給
米
が
支
給
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
と
き
亀
山
宿
へ
は
一
七
石
余
、
坂
ノ
下
宿
へ
は
二
一
石
余
の

継
飛
脚
給
米
が
支
給
さ
れ
た
。

将
軍
上
洛
を
控
え
て
京
都
と
の
連
絡
機
会
が
増
え
た
の
で
、
継
飛
脚
制

度
を
一
層
強
固
な
も
の
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
と
も
な
う
財
政
的
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
に
継
飛
脚
給
米
を
支
給
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
継
飛
脚
給
米
は
以
降
年
々
、
ほ
ぼ
同
額
が
宿
問
屋
の
恒
常
的
収

入
に
計
上
さ
れ
、
亀
山
・
関
・
坂
ノ
下
宿
へ
は
近
江
国
信
楽
代
官
所
の
物

成
米
の
中
か
ら
支
給
さ
れ
た
。

寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
の
将
軍
上
洛
は
、
政
治
的
に
は
大
成
功
で

幕
府
の
権
力
基
盤
を
安
定
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
幕
府
は
翌
年
（
一
六
三

五
）
六
月
の
武
家
諸
法
度
で
諸
大
名
の
参
勤
交
代
が
制
度
化
さ
れ
た
。
江

ぶ

け

し
ょ
は
っ

と

戸
時
代
前
期
に
お
け
る
将
軍
の
上
洛
は
こ
の
寛
永
十
一
年
が
最
後
で
、
次

の
将
軍
上
洛
は
幕
末
の
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。

第
二
項

街
道
整
備
と
宿
人
馬
の
拡
充

江
戸
時
代
の
東
海
道
を
は
じ
め
と
す
る
主
要
街
道
に
は
松
並
木

松
並
木

が
植
え
ら
れ
、
一
里
塚
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
東
海
道
筋
へ
の
松
並
木
の

植
栽
や
一
里
塚
の
構
築
の
時
期
は
、
一
般
に
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
二

月
の
こ
と
と
言
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
松
並
木
・
一
里
塚
の
慶
長
九
年
説
は
、
根
拠
が
か
な
り
曖
昧

。

、「

」

「

」

で
あ
る

強
い
て
そ
の
根
拠
を
挙
げ
れ
ば

家
忠
日
記

や

落
穂
集

な
ど
を
参
照
資
料
と
し
た
『
東
照
宮
御
実
紀
』
慶
長
九
年
二
月
四
日
条
の

記
述
で
あ
ろ
う
（

新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
八
巻

。
し
か
し
同
条
の
記

『

）

述
内
容
に
つ
い
て
は
、
担
当
し
た
奉
行
の
任
命
時
期
な
ど
で
矛
盾
点
が
多

い
。
ま
た
江
戸
時
代
初
期
の
紀
行
文
を
み
て
も
、
こ
の
慶
長
九
年
説
を
裏

付
け
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

例
え
ば
、
慶
長
九
年
か
ら
三
年
後
の
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
に
来
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日
し
た
朝
鮮
通
信
使
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
東
海
道
や
中
山
道
の
左
右
に
は

青
松
が
生
い
茂
っ
て
い
て
真
夏
の
暑
さ
を
凌
い
で
い
る
と
あ
り
（

海
槎

『

録

、
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
に
長
崎
か
ら
江
戸
へ
向
か
っ
た
イ
ギ

』
）

リ
ス
人
の
ジ
ョ
ン
・
セ
ー
リ
ス
は
一
里
塚
に
植
え
ら
れ
た
松
木
が
東
屋
の

形
に
手
入
れ
さ
れ
て
い
る
と
記
録
し
て
い
る
（

新
異
国
叢
書
』
６

。
植

『

）

樹
し
て
一
〇
年
足
ら
ず
の
松
並
木
が
夏
の
暑
さ
を
凌
い
で
い
る
と
か
、
一

里
塚
の
植
木
が
家
の
形
に
刈
り
込
ん
で
手
入
れ
が
行
き
届
い
て
い
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
樹
木
は
、
慶
長
九
年
よ
り
か
な
り
以
前
に
植
え

ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
松
並
木
の
植
栽
や
一
里
塚
の
構
築
は
慶
長
九
年
に
は
じ
め
て

行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
を
江
戸
時
代
初
期

に
徹
底
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
以
降
、
特
に
松
並
木
の

植
樹
と
保
護
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
継
続
し
て
徹
底
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
結
果
、
東
海
道
筋
で
は
家
居
が
密
集
し
て
い
る
集
落
や
樹
木

の
多
い
山
間
部
を
除
き
、
ほ
ぼ
松
並
木
が
続
く
景
観
が
形
成
さ
れ
た
。
元

（

）

『

』

、

禄
三
年

一
六
九
〇

に
刊
行
さ
れ
た

東
海
道
分
間
絵
図

を
み
る
と

と
う
か
い
ど
う
ぶ
ん
け
ん

え

ず

す
で
に
亀
山
市
域
の
川
合
村
～
和
田
村
間
、
和
田
村
～
亀
山
宿
間
の
松
並

木
は
密
集
度
が
濃
く
、
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
保
十
四
年
（
一

八
四
三
）
ご
ろ
の
記

録
で
あ
る
『
東
海
道

宿
村
大
概
帳
』
に
よ

り
、
現
在
の
亀
山
市

域
を
通
る
東
海
道
筋

の
松
並
木
の
場
所
と

そ
の
長
さ
を
列
挙
す

れ
ば
、
次
の
通
り
で

あ
る
（
表

。
表

）
16

中
の
「
左
側
」
と
は

京
都
方
面
に
向
か
っ

表16 亀山市域の東海道松並木
出典は『東海道宿村大概帳 （ 近世交通史料集』四）』『

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kinsei/image/03/gi.htm?pf=2092hy016.JPG&?pn=%E8%A1%A816 %E4%BA%80%E5%B1%B1%E5%B8%82%E5%9F%9F%E3%81%AE%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%9D%BE%E4%B8%A6%E6%9C%A8 %E5%87%BA%E5%85%B8%E3%81%AF%E3%80%8E%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%AE%BF%E6%9D%91%E5%A4%A7%E6%A6%82%E5%B8%B3%E3%80%8F
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て
左
側
と
い
う
意
味
で
、
左
右
を
分
け
て
記
載
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
両

側
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
坂
ノ
下
宿
よ
り
東
方

の
平
野
部
で
は
松
並
木
が
多
い
が
、
坂
ノ
下
宿
よ
り
西
方
の
鈴
鹿
峠
に
近

く
な
る
と
松
並
木
が
み
ら
れ
な
い
。

市
之
瀬
村
の
右
側
三
七
二
間
（
約
六
七
〇
ｍ
）
と
い
う
の
は
か
な
り
の

長
区
間
で
あ
る
が

文
化
三
年

一
八
〇
六

完
成
の

東
海
道
分
間
延
絵

、

（

）

「

ぶ
ん
け
ん
の
べ

え

図
」
に
は
そ
の
並
木
が
明
確
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
並
木
道
と
し
て
は

ず長
区
間
で
あ
る
が
、
松
の
木
数
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対

し
、
野
村
の
松
並
木
は
短
区
間
の
割
り
に
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、

木
数
が
多
く
立
派
な
景
観
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

松
並
木
を
植
え
る
場
合
、
一
般
に
は
松
木
の
根
枯
れ
を
防
止
す
る
た
め

に
並
木
敷
の
土
手
を
幅
三
～
六
尺
・
高
さ
三
尺
（
〇
・
九
～
一
・
八
ｍ
）

程
度
で
造
成
し
、
そ
の
土
手
の
上
に
付
近
の
御
林
な
ど
か
ら
松
木
の
苗
を

調
達
し
て
植
え
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
や
日
常
的
な
並
木
保
護
に
は
、
沿
道

や
往
還
掃
除
丁
場
の
村
々
に
分
担
さ
せ
た
。

幕
府
や
道
中
奉
行
に
よ
る
松
並
木
保
護
策
は
徹
底
し
て
お
り
、
例
え
ば

並
木
の
繁
茂
に
よ
っ
て
田
畑
の
収
穫
が
減
じ
る
場
合
に
は
そ
の
枝
を
伐
採

す
る
の
で
は
な
く
、
樹
木
を
そ
の
ま
ま
と
し

「
影
引
」
と
称
し
て
田
畑

、

。

、

の
石
盛
を
軽
減
し
た

枯
れ
た
樹
木
も
無
断
で
処
分
す
る
こ
と
は
で
き
ず

ま
ず
許
可
を
得
て
か
ら
伐
採
し
、
そ
の
あ
と
へ
は
必
ず
補
植
し
た
。

一
里
塚
に
つ
い
て
も
前
述
の
『
東
照
宮
御
実
紀
』

一
里
塚
・
道
標
な
ど

に
は
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
二
月
四
日
に
家
康
が
諸
国
街
道
に
構
築

を
命
じ
た
と
あ
る
。
し
か
し
そ
の
時
期
の
真
偽
に
つ
い
て
は
、
再
検
討
の

必
要
が
あ
る
こ
と
は
松
並
木
の
最
初
の
植
栽
時
期
と
同
様
で
あ
る
。

『
東
照
宮
御
実
紀
』
で
は
、
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
が
三
六
町
を
一
里

と
定
め
て
一
里
（
約
四
㎞
）
ご
と
に
塚
を
築
か
せ
、
家
康
が
改
め
て
日
本

橋
を
道
程
の
起
点
に
し
て
一
里
塚
を
再
構
築
さ
せ
た
と
も
付
記
し
て
い
る

が
、
こ
の
付
記
の
記
述
程
度
に
理
解
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
塚
は
原

則
的
に
、
東
海
道
を
挟
ん
で
左
右
に
築
か
れ
た
。

な
お
『
東
照
宮
御
実
紀
』
に
は

「
落
穂
集
」
や
「
武
徳
編
年
集
成
」

、
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に
よ
る
と
し
て
、
徳
川
家
康
が
大
久
保
長
安
に
対
し
て
「
堠
樹
に
は
よ
い

木
を
用
ひ
よ
」
と
命
じ
た
の
で
あ
る
が
、
年
老
い
た
長
安
が
聴
き
「
誤
り

て
榎
木
を
植
し
」
と
い
う
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
逸
話
も
一
概
に

は
信
用
で
き
な
い
が
、
一
里
塚
の
上
に
植
え
ら
れ
た
樹
木
と
し
て
榎
木
が

多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
た
だ
し
榎
木
以
外
で
も
、
松
や
桜
な
ど
の
例

も
あ
り
、
亀
山
市
域
の
野
村
の
一
里
塚
の
片
方
は
椋
の
木
で
あ
る
。

亀
山
市
域
に
あ
っ
た
東
海
道
の
一
里
塚
の
場
所
と
そ
の
塚
の
上
の
樹
木

に
つ
い
て
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
刊
行
の
『
東
海
道
分
間
絵
図
』
に

よ
っ
て
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

和
田
村
（
左
右
と
も
「
松
数
々

）」

野

村
（
左
「
榎
三

・
右
「
榎

）

」

」

関

宿
（
左
「
榎
一

・
右
「
榎
二

）

」

」

市
之
瀬
村
（
左
「
榎
一

・
右
「
木
な
し

）

」

」

坂
ノ
下
宿
・
山
中
村
（
左
の
記
述
な
し
・
右
「
榎
一

）」

こ
れ
を
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
ご
ろ
の
記
録
で
あ
る
『
東
海
道
宿

村
大
概
帳
』
と
比
較
す
る
と
、
ま
ず
和
田
村
・
関
宿
の
一
里
塚
の
樹
木
種

に
つ
い
て
は
変
化
が
な
い
。
野
村
の
一
里
塚
に
つ
い
て
は
『
大
概
帳
』
に

「

」

、

。

左
榎
・
右
椋

と
あ
っ
て

右
側
の
塚
の
樹
木
が
椋
に
変
化
し
て
い
る

市
之
瀬
村
の
一
里
塚
に
つ
い
て
『
大
概
帳
』
は
「
右
無
之
・
左
榎
」
と
あ

り
、
約
一
五
〇
年
前
の
『
東
海
道
分
間
絵
図
』
の
記
述
と
同
様
で
あ
る
。

（

）

（

）

『

』

最
後
の
坂
ノ
下
宿

右
側

と
山
中
村

左
側

に
つ
い
て
は

大
概
帳

に
「
左
塚

計

・
右
さ
く
ら
」
と
あ
っ
て
、
坂
ノ
下
宿
地
内
に
あ
る
方
の

つ
か
ば
か
り

塚
に
は
桜
が
植
え
ら
れ
、
山
中
村
地
内
の
方
の
塚
に
は
榎
木
が
な
く
な
っ

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
一
里
塚
は
、
旅
人
に
と
っ
て
馬
や
駕
籠
を
利
用
す
る
際
の
駄

か

ご

賃
・
駕
籠
代
を
交
渉
す
る
の
に
役
立
ち
、
ま
た
旅
の
途
中
で
の
休
憩
場
と

も
な
っ
た
。
た
だ
一
里
塚
と
言
っ
て
も
必
ず
し
も
明
確
に
一
里
ご
と
に
塚

が
築
か
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
途
中
に
朱
印
地
な
ど
が
あ
れ
ば
そ
の
朱
印

地
区
間
に
つ
い
て
は
実
測
計
算
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
一

里
塚
の
場
所
が
移
動
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
関
宿
の
一
里
塚
は
、
当
初
は
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伊
勢
別
街
道

参
宮
道

と
の
追
分
の
西
側
に
あ
っ
た
が

宝
永
八
年

一

（

）

、

（

七
一
一
）
以
降
は
追
分
の
東
土
居
の
外
へ
移
さ
れ
た
。

現
在
、
亀
山
市
域
に
は
野
村
の
一
里
塚
が
北
側
の
方
だ
け
残
り
、
三
重

県
下
で
唯
一
現
存
す
る
も
の
で
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
塚

の
上
に
は

『
大
概
帳
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
椋
の
木
が
周
囲
六
ｍ
・
高

、

さ
三
三
ｍ
に
成
長
し
、
推
定
樹
齢
は
三
八
〇
年
前
後
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（

）

。

右
側
の
塚
は
大
正
三
年

一
九
一
四

に
取
り
壊
さ
れ
て
宅
地
化
さ
れ
た

松
並
木
や
一
里
塚
の
ほ
か
に
も
、
東
海
道
筋
に
は
道
標
や
常
夜
灯
・
石

灯
籠
な
ど
の
道
中
安
全
を
祈
念
す
る
石
造
物
が
建
立
さ
れ
た
例
が
み
ら
れ

る
。
松
並
木
や
一
里
塚
は
幕
府
の
政
策
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
石
造
物
の
多
く
は
民
間
の
篤
志
家
に
よ
る
寄
進
で
あ
っ
た
。

和
田
村
集
落
の
東
方
に
は
、
神
戸
城
下
方
面
へ
通
ず
る
脇
道
が
分
岐
し

か
ん

べ

て
い
る
。
そ
の
分
岐
点
に
は
現
在
で
も
道
標
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
道
標

に
は
正
面
に
「
従
是
神
戸
白
子
若
松
道
」
と
刻
ま
れ
、
左
側
面
に
「
元
禄

こ
れ
よ
り

三
年
正
月
吉
辰
施
主
度
会
益
保
」
と
あ
る
。

関
宿
の
東
入
口
に
位
置
す
る
伊
勢
別
街
道
と
の
追
分
は
、
江
戸
時
代
の

こ
の
地
域
の
交
通
の
一
大
要
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
伊
勢
別
街
道
の
入
口
に

は
建
立
年
代
不
詳
の
鳥
居
が
あ
っ
た
が
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
刊
行

の
『
東
海
道
名
所
図
会
』
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
以
前
の
建
立
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
鳥
居
は
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
神
宮
遷
宮
の

際
か
ら
、
宇
治
橋
南
詰
の
鳥
居
材
の
払
い
下
げ
を
受
け
て
架
け
替
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

関
宿
の
東
追
分
の
鳥
居
の
側
の
常
夜
灯
は
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）

に
大
坂
と
江
戸
の
飛
脚
問
屋
が
寄
進
し
た
も
の
で

「
右
さ
ん
ぐ
う
道

、

左
江
戸
道
」
と
刻
ん
で
あ
る
。
そ
の
側
に
道
標
二
基
が
あ
り
、
一
基
は
享

保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
「
是
よ
り
い
せ
み
ち
」
と

あ
り
、
一
基
に
は
「
是
よ
り
外
宮
十
五
里
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
常
夜
灯

と
道
標
の
碑
文
は
、
い
ず
れ
も
京
都
・
奈
良
方
面
か
ら
き
た
旅
人
を
対
象

と
し
た
も
の
で
あ
る
。

関
宿
の
西
入
口
近
く
の
伊
賀
越
道
中
（
大
和
街
道
）
と
の
追
分
に
も
道
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標
と
常
夜
灯
が
あ
っ
た
。
道
標
は
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
に
京
都
三
条

の
者
が
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ

高
さ
二
・
二
ｍ
の
大
き
な
も
の
で

南

、

、「

無
妙
法
蓮
華
経

ひ
た
り
ハ
い
か
や
ま
と
み
ち
」
と
刻
ん
で
あ
る
。
常
夜

灯
は
、
現
在
で
は
東
追
分
に
移
転
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
東
追
分
の

も
の
と
対
を
な
す
も
の
で
、
こ
れ
も
江
戸
の
飛
脚
問
屋
と
京
・
大
坂
の
飛

脚
問
屋
組
合
が
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。

（

）

、

寛
永
の
助
馬
制

元
和
二
年

一
六
一
六

十
一
月
の
宿
取
締
り
令
に
は

宿
場
で
多
く
の
駄
賃
馬
が
必
要
な
と
き
に
は
「
在
々
の
馬
を
も
や
と
ひ
」

と
あ
っ
て
、
大
通
行
の
際
に
は
宿
場
が
在
郷
馬
を
雇
い
荷
物
の
継
立
が
遅

れ
な
い
よ
う
に
命
じ
て
い
る
（
前
掲

。
宿
場
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
人
馬

）

調
達
方
法
は
、
宿
場
と
在
郷
村
々
と
の
相
談
に
よ
っ
て
実
現
す
る
の
で
、

一
般
に
相
対
助
郷
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
の
後
、
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
に
大
名
の
参
勤
交
代
が
制
度
化

さ
れ
て
東
海
道
筋
の
交
通
量
が
急
増
し
、
宿
場
の
常
備
人
馬
の
不
足
が
顕

著
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
幕
府
は
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
三
月
、
東
海

道
筋
や
美
濃
路
の
宿
々
に
対
し
、
一
定
の
助
馬
村
を
定
め
て
、
宿
場
で
馬

が
不
足
す
る
よ
う
な
と
き
に
は
そ
の
助
馬
村
が
宿
場
に
馬
を
提
供
す
べ
き

で
あ
る
と
定
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
発
令
さ
れ
た
助
馬
令
の
条
文
は
、
従
来
、
東
海
道
の
府
中
・

浜
松
・
四
日
市
宿
と
美
濃
路
の
大
垣
宿
の
四
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
か
っ
た
が
、
実
は
関
宿
に
も
こ
の
助
馬
令
の
条
文
が
残
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
次
に
そ
れ
を
示
し
て
お
く
。

道
中
助
馬
之
儀
ニ
付
覚
書

一
今
度
助
馬
に
付
候
郷
村
ハ
、
町
な
み
同
然
ニ
高
役
を
ゆ
る
し
可
申
候
、

但
堤
・
川
除
・
道
橋
等
小
役
之
分
ハ
其
所
之
な
み
た
る
へ
き
事
、

一
今
度
助
馬
に
付
候
郷
村
ハ
、
往
還
之
衆
多
通
候
時
、
其
町
に
馬
不
足
荷
物

つ
か
へ
候
時
、
助
馬
に
可
出
候
、
町
中
之
も
の
我
ま
ゝ
い
た
し
、
在
郷
馬

、

、

に
奉
公
人
之
荷
物
其
外
六
ケ
敷
駄
賃
を
と
ら
せ

町
之
者
ハ
商
人
の
荷
物

又
ハ
つ
け
よ
き
駄
賃
を
取
、
在
郷
之
も
の
迷
惑
仕
様
ニ
候
は
、
在
郷
馬
之
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、

、

方
よ
り
可
申
出
候

又
助
馬
之
者
我
ま
ゝ
致
候
ハ
ゝ
其
町
中

可
申
出
候

せ
ん
さ
く
の
上
曲
事
ニ
可
申
付
事
、

、

、

一
其
町
に
馬
無
之
荷
物
つ
か
へ
候
時
ハ

時
分
を
き
ら
ハ
す
助
馬
出
し
可
申

荷
物
つ
か
へ
さ
る
時
馬
引
よ
せ
申
ま
し
く
候
、
但
在
郷
馬
之
も
の
勝
手
ニ

能
罷
出
候
者
可
為
各
別
事
、

一
右
助
馬
之
分
ニ
て
も
荷
物
つ
か
へ
不
罷
成
時
ハ
、
其
町
中
よ
り
地
頭
・
代

官
へ
断
を
申
、
せ
ん
き
の
上
往
還
之
衆
多
通
り
、
荷
物
つ
か
へ
候
儀
於
無

紛
ハ
地
頭
・
代
官
よ
り
申
付
、
御
領
・
私
領
を
不
限
助
馬
之
外
其
所
へ
近

き
在
郷
へ
も
馬
を
出
し
、
駄
賃
取
候
様
ニ
可
被
申
触
事
、

一
助
馬
に
出
候
村
之
分
ハ
勿
論
う
ハ
米
取
申
間
敷
候
、
其
外
之
村

駄
賃
取

ニ
出
候
分
ハ
、
其
町
之
者
ハ
相
対
次
第
た
る
へ
き
事
、

一
駄
賃
馬
何
程
つ
か
へ
候
共
、
跡
之
宿
之
馬
を
通
シ
申
ま
し
く
候
、
但
跡
先

之
町
之
者
か
つ
て
ん
に
て
一
次
と
を
り
候
儀
可
各
別
事
、

一
駄
賃
馬
無
之
候
て
往
還
之
衆
荷
物
を
町
ニ
留
置
不
申
様
ニ

其
町
之
年
寄
・

、

月
行
事
精
を
入
可
申
付
事
、

（

）

川
北
家
文
書
二
‐
六
・
史
70

寛
永
拾
四
年
丑
三
月

難
解
な
内
容
で
あ
る
が
、
文
意
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
関

宿
に
助
馬
村
を
定
め
た
の
で
原
則
的
に
そ
の
助
馬
村
の
「
高
役
」
を
免
除

た
か
や
く

す
る
。
助
馬
村
は
宿
場
の
馬
が
不
足
す
る
場
合
に
の
み
馬
を
出
し
、
宿
場

で
は
助
馬
に
だ
け
厄
介
な
荷
物
を
押
し
付
け
な
い
こ
と
。
助
馬
を
徴
発
し

て
も
な
お
馬
が
不
足
す
る
と
き
に
は
、
宿
場
よ
り
領
主
や
代
官
に
申
し
出

れ
ば
、
領
主
や
代
官
よ
り
助
馬
村
以
外
の
近
在
の
在
郷
へ
馬
を
補
助
す
べ

き
こ
と
を
触
れ
出
す
。
宿
場
は
、
助
馬
か
ら
上
前
を
取
っ
て
は
な
ら
ず
、

駄
賃
稼
ぎ
を
す
る
そ
れ
以
外
の
在
郷
馬
か
ら
の
上
前
は
相
対
で
あ
る
。
宿

場
が
混
雑
し
て
馬
が
支
え
て
い
て
も
、
宿
場
が
承
知
し
て
い
る
場
合
以
外

。

、

に
は
前
後
の
宿
の
馬
を
通
し
て
は
な
ら
な
い

宿
場
の
年
寄
・
月
行
事
は

通
行
人
が
馬
が
な
い
と
言
っ
て
荷
物
を
宿
場
に
留
め
置
か
な
い
よ
う
に
と

常
々
申
し
聞
か
せ
て
お
く
こ
と
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
記
し
て
あ
る
。
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重
要
な
点
は
、
こ
の
助
馬
村
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
右
の
条
文
の
第
一
条
目
に
よ
っ
て
助
馬
は

高
役
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
～
五
条
目
に
よ
っ
て
宿
馬
と
助
馬
の
使
役
・

継
立
基
準
が
わ
か
る
。

つ
ぎ
た
てす

な
わ
ち
こ
れ
に
よ
り
幕
府
が
指
定
し
た
助
馬
村
の
馬
を
、
宿
場
が
高

役
を
基
準
に
し
て
強
制
的
に
徴
発
し
、
一
定
の
荷
物
の
継
立
に
つ
い
て
そ

の
助
馬
を
使
役
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す

な
わ
ち
こ
の
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
の
助
馬
令
に
よ
っ
て
、
従
来
の

相
対
助
郷
か
ら
指
定
助
郷
へ
と
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
い
た
いこ

の
寛
永
十
四
年
の
助
馬
令
は
、
亀
山
市
域
で
原
典
が
残
っ
て
い
る
の

は
関
宿
宛
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
『
九
々
五
集
』
に
「
寛
永
十
四

丑
年
肥
前
島
原
一
揆
之
節
（
中
略
）
三
宿
へ
助
人
馬

被

仰
付
」
と
あ

お
お
せ
つ
け

ら

れ

り
（
同
書
巻
第
二

条
目
・
証
印
部

四
一
頁

、
亀
山
・
坂
ノ
下
宿
へ

）

も
同
様
の
も
の
が
下
付
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

将
軍
・
大
御
所
の
上
洛
と
帰
府
に
よ
る
臨
時
的
大
通
行

常
備
人
馬
拡
充

と
、
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
以
降
の
参
勤
交
代
の
恒
常
化
は
、
必
然

的
に
そ
れ
に
対
応
す
る
宿
場
の
組
織
の
拡
充
を
も
た
ら
し
、
同
時
に
宿
場

。

（

）

の
制
度
的
基
盤
の
欠
陥
も
露
呈
さ
せ
た

特
に
寛
永
十
三
年

一
六
三
六

ご
ろ
か
ら
同
二
十
年
（
一
六
四
三
）
ま
で
は
全
国
的
な
大
飢
饉
と
重
な
っ

て
、
宿
場
で
は
助
馬
制
の
導
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
馬
の
確
保
が
困
難
と

な
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
宿
財
政
が
逼
迫
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
も
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
十
月
か
ら
四
カ
月
間
に
わ
た
っ
て

島
原
の
乱
が
お
こ
り
、
幕
府
に
よ
る
大
量
の
鎮
圧
兵
の
派
遣
が
あ
っ
た
の

で
、
宿
場
は
そ
の
対
応
の
た
め
に
大
変
な
損
失
を
蒙
っ
た
。
そ
こ
で
東
海

道
の
各
宿
は
、
寛
永
十
四
年
暮
と
同
十
五
年
（
一
六
三
八
）
春
の
二
度
に

わ
た
り
、
幕
府
か
ら
宿
馬
一
疋
に
つ
き
五
俵
ず
つ
の
米
を
無
利
子
で
借
用

し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
参
勤
交
代
の
恒
常
化
に
よ
り
大
通
行
の
頻
度
が
激
増
し
た
の

で
、
宿
場
が
常
備
す
る
人
馬
の
拡
充
も
必
要
に
な
っ
た
。
幕
府
は
寛
永
十

五
年
か
ら
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
に
か
け
て
、
東
海
道
宿
々
の
常
備
馬
を
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百
疋
と
し
た
。

亀
山
・
関
宿
は
寛
永
十
五
年
に
伝
馬
を
一
〇
〇
疋
に
拡
大
し
、
そ
の
代

償
と
し
て
亀
山
宿
は
従
来
の
三
六
疋
分
の
伝
馬
屋
敷
二
五
〇
〇
坪
に
加

え
、
新
た
に
六
四
疋
分
の
伝
馬
屋
敷
六
四
〇
〇
坪
を
高
宮
村
の
中
か
ら
与

え
ら
れ
た
。
関
宿
は
従
来
の
一
四
四
〇
坪
に
加
え
、
こ
の
と
き
に
六
四
疋

（
『

』

分
と
し
て
木
崎
村
の
中
か
ら
六
四
〇
〇
坪
を
与
え
ら
れ
た

九
々
五
集

巻
第
一

城
地
・
年
譜
部

二
八
～
二
九
頁

。
そ
れ
で
も
亀
山
・
関
宿

）

は
伝
馬
の
確
保
の
た
め
に
宿
財
政
を
一
層
悪
化
さ
せ
た
の
で
、
幕
府
か
ら

次
の
よ
う
な
莫
大
な
金
額
が
支
給
さ
れ
た
（
川
北
家
文
書
３
‐

。
）
10

一
金
三
百
両
者

亀
山
町

是
者
寛
永
弐
拾
年
未
ノ
二
月
、
御
伝
馬
百
疋
ニ
被
下
置
、
当
座
符
仕
候
、

此
節
兼
松
弥
五
左
衛
門
様
御
登
り
被
仰
渡
、
御
金
ハ
四
日
市
御
代
官
ニ
而

請
取
申
候
、
御
証
文
者
無
御
座
候
、

一
金
五
百
両
者

関
地
蔵
宿

右
同
断

（
川
北
家
文
書
三
‐
一
〇
・
史

）
72

幕
府
目
付
の
兼
松
正
直
は
、
銭
価
の
調
査
を
目
的
に
寛
永
二
十
年
（
一

六
四
三
）
二
月
に
上
京
し
た
。
そ
の
途
中
、
四
日
市
の
代
官
を
通
じ
て
亀

山
宿
へ
三
〇
〇
両
、
関
宿
へ
五
〇
〇
両
を
下
付
し
た
の
で
あ
る
。
前
述
し

た
よ
う
に
当
時
は
大
飢
饉
で
あ
り
、
そ
の
上
に
常
備
人
馬
を
従
来
の
三
倍

近
い
一
〇
〇
疋
に
拡
充
さ
せ
た
の
で
、
幕
府
と
し
て
も
宿
場
の
退
転
を
防

止
す
る
た
め
に
こ
う
し
た
施
策
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

常
備
馬
が
一
〇
〇
疋
に
な
っ
た
の
で
、
常
備
す
る
人
足
数
も
こ
の
と
き

に
一
〇
〇
人
に
拡
充
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
五
街
道
の
筆
頭
で

あ
る
東
海
道
の
宿
々
は
、
原
則
的
に
常
備
人
馬
を
一
〇
〇
人
・
一
〇
〇
疋

と
し
た

や
が
て
そ
の
ほ
か
の
五
街
道
の
宿
々
で
は

中
山
道
が
五
〇
人
・

。

、

五
〇
疋
、
日
光
・
奥
州
・
甲
州
道
中
で
は
二
五
人
・
二
五
疋
と
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

東
海
道
の
宿
々
の
人
馬
が
一
〇
〇

街
道
景
観
の
形
成
と
坂
ノ
下
宿
移
転
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人
・
一
〇
〇
疋
に
拡
充
し
て
伝
馬
屋
敷
が
拡
大
し
、
や
が
て
亀
山
・
関
・

坂
ノ
下
宿
は
宿
場
町
と
し
て
の
景
観
が
整
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
常
備
人

馬
を
拡
充
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
街
道
筋
に
面
し
た
伝
馬
屋
敷

地
が
拡
大
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
家
並
景
観
は
一
般
の
農
村
と

お
の
ず
か
ら
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
っ
と
も
亀

山
宿
に
つ
い
て
は
城
下
町
に
併
設
さ
れ
た
宿
場
で
あ
り
、
一
般
の
宿
場
町

の
景
観
と
は
異
な
っ
て
街
道
筋
の
東
町
・
西
町
の
裏
側
に
も
家
並
が
続
い

て
い
た
。

亀
山
宿
の
東
海
道
筋
の
町
並
は
約
二
二
町
（
約
二
・
四
㎞

、
そ
の
う

）

ち
東
町
は
一
三
町
弱

西
町
は
七
町
弱
で
あ
っ
た

家
数
は
延
宝
四
年

一

、

。

（

六
七
六
）
に
東
町
で
二
二
五
軒
・
西
町
で
一
五
六
軒
、
寛
政
七
年
（
一
七

九
五

に
東
町
二
六
三
軒
・
西
町
一
六
五
軒
で
あ
っ
た

天
保
十
四
年

一

）

。

（

八
四
三
）
の
亀
山
宿
全
体
の
家
数
・
人
口
は
六
三
二
軒
・
一
千
五
四
九
人

で
あ
っ
た
。

亀
山
宿
東
町
の
茶
屋
町
か
ら
東
海
道
と
分
岐
し
て
北
上
す
る
の
は
、
い

わ
ゆ
る
巡
見
街
道
で
あ
る
。
東
海
道
の
人
馬
が
一
〇
〇
人
・
一
〇
〇
疋
に

拡
充
さ
れ
た
寛
永
年
間
ご
ろ
か
ら
、
幕
府
が
派
遣
し
た
巡
見
使
が
通
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
巡
見
街
道
は
、
北
上
す
れ
ば
川
崎
村
付
近
で
安
楽
川

を
越
え
、
鈴
鹿
山
脈
麓
の
菰
野
に
通
ず
る
の
で
菰
野
道
と
も
言
い
、
こ
の

道
を
さ
ら
に
北
上
す
る
と
石
榑
を
経
て
美
濃
国
の
関
ヶ
原
に
続
い
た
。
関

宿
東
追
分
の
伊
勢
別
街
道
や
西
追
分
の
大
和
街
道
（
伊
賀
越
道
中
）
は
、

庶
民
の
旅
人
が
多
く
利
用
し
た
。
た
だ
し
大
和
街
道
は
津
藩
に
と
っ
て
重

要
な
街
道
で
、
奈
良
奉
行
や
大
和
国
内
の
大
名
も
利
用
し
た
。
こ
れ
ら
の

、

、

脇
街
道
は

東
海
道
ほ
ど
に
幕
府
の
道
中
行
政
は
行
き
届
か
な
か
っ
た
が

そ
れ
で
も
寛
永
年
間
ご
ろ
か
ら
整
備
さ
れ
は
じ
め
た
。

関
宿
は
東
海
道
と
伊
勢
別
街
道
・
大
和
街
道
の
交
差
す
る
交
通
路
大
動

脈
の
十
字
路
に
位
置
し
、
は
じ
め
は
亀
山
藩
領
で
、
元
和
元
年
（
一
六
一

五
）
に
幕
府
領
と
な
り
、
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
に
再
び
亀
山
藩
領

と
な
っ
た
。
す
で
に
明
暦
年
間
（
一
六
五
五
～
八
）
に
は
宿
内
が
一
五
町

で
構
成
さ
れ
、
家
数
が
五
〇
〇
軒
を
越
え
て
い
た
。
宿
場
南
側
中
央
に
地
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、

（

）

蔵
堂
が
あ
っ
た
の
で
関
地
蔵
宿
と
も
呼
ば
れ

天
保
十
四
年

一
八
四
三

（
『

』
）
。

に
は
家
数
六
三
二
軒
・
人
口
一
九
四
二
人
で
あ
っ
た

宿
村
大
概
帳

竹
火
縄
・
関
こ
ん
に
ゃ
く
・
南
禅
寺
納
豆
な
ど
が
名
物
で
、
銘
菓
関
の
戸

の
深
川
屋
は
寛
永
年
間
の
創
業
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
東
海
道
だ
け
で
な
く
脇
街
道
ま
で
も
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
途
中
の
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
九
月
二
・
三
日

に
全
国
的
な
豪
雨
が
あ
り
、
特
に
亀
山
藩
領
で
は
約
三
分
の
一
が
川
に
浸

。

、

（

）

か
る
被
害
に
遭
っ
た

こ
の
豪
雨
で
は

幕
府
領
で
鈴
鹿
峠
の
上

字
峠

と
峠
の
麓
（
字
古
町
）
に
あ
っ
た
坂
ノ
下
宿
が
大
洪
水
に
遭
い
、
宿
内
の

ほ
と
ん
ど
が
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
坂
ノ
下
宿
は
、
従
来
の
所
在

地
よ
り
約
一
㎞
東
の
下
中
町
・
上
中
町
・
石
蔵
へ
宿
場
集
落
を
移
転
し
た

の
で
あ
る
。

移
転
前
の
坂
ノ
下
宿
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
資
料
が
洪
水
で
流
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
が
、
同
宿
が
亀
山
藩
領
時
代
の
寛

永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
に
同
藩
に
よ
っ
て
検
地
が
行
わ
れ
、
そ
の
検
地

帳
が
残
っ
て
い
る
（

鈴
鹿
関
町
史
』
上
巻
四
二
一
～
四
二
四
頁

。
そ
れ

『

）

に
よ
る
と
、
寛
永
十
四
年
の
同
宿
の
名
請
地
は
畑
地
と
屋
敷
地
の
み
で
田

地
は
な
く
、
畑
地
の
面
積
も
八
町
一
反
三
歩
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
屋
敷
数

は
、
坂
上
茶
屋
の
八
軒
を
含
め
て
全
部
で
一
一
一
軒
で
あ
り
、
こ
の
多
く

が
当
時
の
坂
ノ
下
宿
の
伝
馬
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

坂
ノ
下
宿
の
そ
の
後
の
家
数
・
人
口
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に

一
六
〇
軒
・
五
八
四
人
（

村
差
出

帳

、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）

「

」
）

む
ら
さ
し
だ
し
ち
ょ
う

に
一
五
三
軒
・
五
六
四
人
で
あ
っ
た
。
宿
内
の
往
還
は
六
町
半
で
家
並
が

六
町
弱
、
縄
手
九
町
、
鈴
鹿
坂
七
町
半
で
、
山
川
流
八
十
瀬
の
名
所
で
あ

っ
た
（

大
概
帳

。

『

』
）

、

「

」

、

坂
ノ
下
宿
は

か
つ
て
は

坂
弦

と
し
て
弓
の
弦
を
製
し
て
い
た
が

江
戸
時
代
に
は
弦
の
製
作
が
廃
れ
、
代
わ
っ
て
木
櫛
を
売
る
店
が
多
く
な

っ
た
。
明
治
初
年
の
調
査
で
は
、
商
業
（
旅
籠
屋
・
酒
食
小
売
・
そ
の
他

各
種
小
売
）
四
六
％
余
、
雑
業
（
人
足
・
日
雇
な
ど
）
三
八
％
、
そ
の
他

（
職
人
・
神
官
・
僧
侶
・
農
業
・
無
職
・
不
明
）
一
五
％
で
、
全
戸
数
の
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う
ち
農
業
専
業
者
は
一
軒
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
（

鈴
鹿
関
町
史
』
上

『

巻
四
八
七
頁

。
坂
ノ
下
宿
は
、
ま
さ
に
交
通
労
働
に
依
拠
し
た
集
落
で

）

あ
っ
た
と
言
え
る
。

第
三
項

伝
馬
役
と
宿
役
人

江
戸
幕
府
の
道
中
行
政
は
、
そ
の
初
期
に
は
代
官
頭

幕
府
の
道
中
行
政

が
中
心
で
、
そ
れ
に
京
都
所
司
代
の
板
倉
勝
重
が
こ
れ
に
参
画
す
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
慶
長
十
年
代
か
ら
寛
永
初
年
に
な
る
と
、
道
中
行
政
は
年

寄
・
老
中
が
中
心
と
な
り
、
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
ご
ろ
か
ら
勘
定
頭

へ
そ
の
所
管
が
移
行
し
た
。
さ
ら
に
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
前
後
か

ら
、
勘
定
奉
行
・
町
奉
行
・
大
目
付
が
兼
帯
で
そ
れ
を
所
管
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。

幕
府
は
十
七
世
紀
半
ば
ご
ろ
か
ら
、
宿
々
に
対
す
る
詳
細
な
規
定
を
頻

繁
に
公
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
八

月
に
は
駄
賃
馬
の
重
量
規
定
、
人
馬
賃
銭
、
朱
印
人
馬
の
運
用
規
定
、
在

郷
馬
の
雇
用
方
法
、
旅
人
の
道
中
作
法
な
ど
に
関
す
る
高
札
文
を
明
示
し

（

近
世
法
制
史
料
叢
書
３
』
所
収
「
武
家
厳
制
録
」
二
六
九
号

、
翌
明

『

）

暦
二
年
四
月
に
は
宿
立
人
馬
の
使
役
方
法
に
関
す
る
三
カ
条
の

定

書
を

さ
だ
め
が
き

示
し
た
（

近
世
交
通
史
料
集
』
八
二
三
三
号

。
そ
れ
は
従
来
の
よ
う
な

『

）

臨
時
的
な
大
通
行
へ
の
対
応
策
と
い
う
意
味
に
止
ま
ら
ず
、
宿
の
安
定
的

な
維
持
を
は
か
る
た
め
の
恒
常
的
な
処
置
で
あ
っ
た
。

万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
十
二
月
に
は
、
道
中
宿
々
で
の
伝
馬
役
人
の

作
法
や
助
馬
村
の
義
務
な
ど
に
関
す
る
七
カ
条
の
定
書
を
公
布
し
、
同
時

に
宿
・
助
馬
村
が
そ
の
定
書
を
遵
守
す
る
と
い
う
起

請

文
前
書
を
示
し

き

し
ょ
う
も
ん
ま
え
が
き

て
そ
の
起
請
文
の
提
出
を
命
じ
て
い
る
（

御
触
書
寛
保
集
成
』
一
二
六

『

〇
号

。
宿
が
提
出
す
る
起
請
文
前
文
に
は
、
①
法
度
を
遵
守
し
、
②
通

）

は
っ

と

行
人
に
無
理
を
か
け
ず
、
③
宿
馬
が
「

商

人
之
付
能
荷
物

計

を
」
優
先

し
ょ
う
に
ん

の

つ
け
よ
き

に

も
つ
ば
か
り

し
て
継
ぎ
立
て
る
こ
と
は
せ
ず
、
④
助
馬
に
の
み
不
利
益
に
な
る
よ
う
な
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こ
と
を
せ
ず
、
⑤
奢
侈
と
無
駄
な
失
費
を
慎
む
、
と
い
う
五
カ
条
か
ら
な

し
ゃ

し

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
助
馬
村
が
提
出
す
る
起
請
文
前
文
に
は
、
①
宿

方
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
ら
無
条
件
で
助
馬
を
提
供
し
、
②
宿
方
へ
金
銭
で
馬

を
請
負
わ
せ
る
こ
と
を
せ
ず
、
③
通
行
人
の
多
い
と
き
に
馬
を
隠
し
て
お

く
こ
と
は
し
な
い
、
と
い
う
三
カ
条
か
ら
な
っ
て
い
る
。

幕
府
は
宿
・
助
馬
村
に
起
請
文
を
提
出
さ
せ
た
直
後
の
万
治
二
年
（
一

六
五
九
）
七
月
、
禁
裏
付
き
の
目
付
で
あ
っ
た
高
木
伊
勢
守
守
久
を
大
目

付
に
任
じ
、
併
せ
て
道
中
奉
行
の
兼
帯
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
よ
り
兼
任
で

は
あ
る
が
、
初
め
て
道
中
奉
行
職
が
設
置
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
以
降
も
、
実
質
的
な
道
中
行
政
は
道
中
奉
行
と
勘
定
奉
行

と
の
協
議
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）

十
一
月
二
に
勘
定
奉
行
の
松
平
美
濃
守
重
良
が
道
中
奉
行
加
役
に
任
じ
、

大
目
付
兼
帯
の
神
尾
備
後
守
元
清
と
と
も
に
道
中
奉
行
は
二
名
制
と
な
っ

た
。
以
降
、
幕
府
の
道
中
奉
行
は
大
目
付
の
中
か
ら
一
人
が
兼
帯
、
勘
定

奉
行
の
な
か
か
ら
一
人
が
加
役
と
な
り
、
二
名
制
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

道
中
奉
行
が
最
初
に
任
ぜ
ら
れ
た
翌
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
十
月
、

五
カ
条
か
ら
な
る
添
高
札
が
宿
々
に
掲
示
さ
れ
た
（

九
々
五
集
』
巻
第

『

そ
え
こ
う
さ
つ

五
往
還
駅
・
伝
馬
出
馬
・
壁
書
二
五
〇
～
二
五
一
頁

。
そ
れ
は
、
同
年

）

の
大
洪
水
・
諸
物
価
高
騰
の
た
め
に
、
二
年
前
に
掲
示
し
た
高
札
文
を
補

完
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
諸
物
価
が
高
騰
し
て
い
る
の
で

人
馬
賃
銭
を
値
上
げ
し
、
大
名
で
あ
っ
て
も
宿
人
馬
の
使
用
数
を
減
ず
べ

き
こ
と
な
ど
が
記
し
て
あ
る
。

江
戸
時
代
の
宿
場
に
課
せ
ら
れ
た
第
一
の
任
務
は
、

伝
馬
役
と
歩
行
役

公
用
貨
客
を
人
馬
に
よ
っ
て
次
宿
へ
継
ぎ
送
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
伝て

ん

馬
役
と
言
い
、
宿
か
ら
宿
へ
の
継
ぎ
送
り
を

宿

継
と
言
っ
た
。
伝
馬
役

ま

や
く

し
ゅ
く
つ
ぎ

に
は
、
馬
役
と
人
足
役
（
歩
行
役
）
が
あ
り
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
伝
馬
方

か

ち

や
く

役
と
人
足
方
役
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。

宿
人
馬
が
次
宿
を
通
り
越
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
次
の
宿
場
ま
で
継
ぎ
送

る
こ
と
を
「
追
い
通
し
」
と
言
い
、
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
た
だ

し
宿
と
宿
と
の
間
が
短
距
離
で
あ
る
場
合
と
か
、
一
宿
限
り
で
は
継
ぎ
送
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り
が
で
き
な
い
よ
う
な
特
別
の
大
通
行
の
場
合
に
は
、
合
宿
と
言
っ
て
複

数
の
宿
で
一
宿
分
の
継
立
を
行
っ
た
例
も
あ
る
。

宿
場
で
は
、
宿
場
に
認
定
さ
れ
た
際
に
伝
馬
役
の
負
担
者
が
決
め
ら
れ

た
。
伝
馬
役
は
通
常
、
街
道
筋
に
面
し
た
屋
敷
に
課
せ
ら
れ
、
原
則
的
に

間
口
の
広
さ
に
応
じ
た
量
を
負
担
し
た
。
そ
の
屋
敷
を
伝
馬
屋
敷
と
呼
ん

だ
。馬

役
と
人
足
役
の
分
担
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
地
域
別
に
区
分
し
た
宿

と
、
同
じ
地
域
内
で
馬
役
と
人
足
役
を
混
在
し
て
勤
め
た
宿
が
あ
る
。
地

域
別
に
区
分
し
た
宿
で
は
、
宿
の
中
心
地
が
馬
役
で
そ
の
外
縁
地
が
人
足

役
で
あ
っ
た
場
合
が
多
い
。
馬
役
と
人
足
役
の
混
在
地
で
は
、
人
足
役
は

馬
役
の
半
役
、
つ
ま
り
人
足
二
人
分
で
馬
一
疋
役
で
あ
る
こ
と
が
普
通
で

あ
る
。

関
宿
の
場
合
は
地
域
別
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
中
町
（
四
丁
四
〇
間
）

が
馬
役
、
そ
の
両
側
の
木
崎
町
（
三
丁
四
七
間
）
と
新
所
町
（
六
丁
四
六

間
）
が
人
足
役
を
勤
め
た
。
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
三
月
八
日
の
出
火

（『

』

）
、

で
類
焼
し
た
中
町
の
絵
図
を
み
る
と

鈴
鹿
関
町
史

上
巻
四
三
二
頁

類
焼
家
四
三
軒
の
馬
役
負
担
と
間
口
の
広
さ
の
関
係
は
表

の
通
り
で
あ

17

る
。
馬
一

疋
役
は
六

軒
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の

家
の
間
口

は
六
～
八

間
と
一
定

で
は
な
い

が
広
い
。

最
も
多
い

の
が
馬
五

分
役
（
二

軒
で
一
疋

表17 関宿中町の馬役間口別負担
『鈴鹿関町史』上巻432ページより作成。

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kinsei/image/03/gi.htm?pf=2093hy017.JPG&?pn=%E8%A1%A817 %E9%96%A2%E5%AE%BF%E4%B8%AD%E7%94%BA%E3%81%AE%E9%A6%AC%E5%BD%B9%E9%96%93%E5%8F%A3%E5%88%A5%E8%B2%A0%E6%8B%85
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役
）
で
、
間
口
は
一
～
五
間
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
間
口
一
軒
と
い
う
の
は

旅
籠
屋
で
あ
る
。
間
口
三
軒
五
尺
で
二
分
五
厘
役
（
四
軒
で
一
疋
役
）
と

い
う
家
も
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
は
間
口
の
広
さ
に
よ
っ
て
負
担
量
が

決
ま
る
わ
け
で
あ
る
が
、
宿
場
の
中
心
部
と
宿
端
で
は
享
受
す
る
利
益
が

異
な
る
の
で
、
家
の
所
在
地
に
よ
っ
て
負
担
量
に
差
異
を
つ
け
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
家
計
状
況
や
家
族
構
成
な
ど
に
よ
り
、

宿
内
で
相
談
し
て
負
担
量
に
軽
重
を
つ
け
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
表

に
み
る
関
宿
の
間
口
と
負
担
量
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
こ

17と
を
考
慮
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

坂
ノ
下
宿
の
伝
馬
役
に
つ
い
て
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
の
「
坂

下
宿
差
出
明
細
帳
」
に
、
同
宿
の
家
数
は
合
計
一
六
〇
軒
、
そ
の
う
ち

さ
し
だ
し
め
い
さ
い
ち
ょ
う

伝
馬
役

馬
役

が
五
六
軒

歩
行
役

人
足
役

が
五
八
軒

水
呑

無

（

）

、

（

）

、

（

か

ち

）

。

、

役

が
四
六
軒
と
あ
る

歩
行
役
五
八
軒
の
う
ち
八
軒
は
鈴
鹿
峠
歩
行
役

五
軒
は
「
退
転

（
役
負
担
不
能
）
し
て
い
る
の
で
、
実
際
に
は
五
三
軒

」

で
勤
め
て
い
る
と
も
書
い
て
あ
る
。
馬
役
と
人
足
役
の
分
担
方
法
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
が
、
関
宿
と
同
様
に
宿
場
の
中
心
部
分
の
家
が
馬
役
、

そ
の
外
縁
部
の
家
が
人
足
役
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
城
下
町
で
も
あ
る
亀
山
宿
は
、
同
じ
地
区
内
に
馬
役
と
人

足
役
が
混
在
し
て
い
た
。
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
の
同
宿
東
町
の
家
数

は
二
二
五
軒
で
、
そ
の
う
ち
本
役
（
馬
一
疋
役
）
八
一
軒
、
半
役
五
軒
、

四
分
役
一
八
軒
、
三
分
役
五
二
軒
、
無
役
五
六
軒
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
西

町
の
家
数
は
一
五
六
軒
で
、
そ
の
う
ち
本
役
五
三
軒
、
半
役
一
四
軒
、
三

分
六
厘
役
三
六
軒
、
三
分
五
厘
役
三
〇
軒
、
一
分
九
厘
役
八
軒
、
無
役
一

五
軒
で
あ
っ
た
（

亀
山
御
領
分
雑
記

『
五
街
道
分
間
延
絵
図
』
一
八

「

」
、

巻
解
説
二
七
頁

。
半
役
の
家
は
原
則
的
に
人
足
一
人
分
を
負
担
す
る
こ

）

と
に
な
る
。

宿
場
は
交
通
機
能
と
と
も
に
、
一
般
村
落
、
あ
る
い
は

問
屋
と
問
屋
場

町
方
と
し
て
の
機
能
も
併
有
し
た
。
亀
山
宿
の
場
合
な
ど
は
、
城
下
町
機

能
の
一
部
と
し
て
宿
場
で
も
あ
っ
た
と
み
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
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そ
の
た
め
に
同
じ
集
落
内
に
宿
場
業
務
を
担
当
す
る
宿
役
人
と
、
村
方
・

町
方
業
務
を
統
括
す
る
村
・
町
役
人
の
両
方
が
い
た
。

宿
問
屋
は
宿
役
人
の
な
か
の
最
高
位
に
あ
っ
た
。
人
馬
に
よ
る
継
立
業

務
を
管
掌
し
、
公
用
旅
行
者
に
は
宿
泊
施
設
の
世
話
を
し
た
り
し
た
、

問
屋
は
、
も
と
も
と
戦
国
時
代
の
伝
馬
問
屋
で
あ
っ
た
り
、
土
豪
の
流

れ
を
く
む
土
地
の
有
力
者
で
あ
っ
た
り
し
た
例
が
多
い
。
関
宿
の
川
北
本

陣
の
よ
う
に
本
陣
を
兼
ね
た
例
も
多
く
、
村
役
人
の
庄
屋
よ
り
上
位
に
位

置
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た
だ
し
江
戸
時
代
中
期
に
な
る
と
、
世
襲
の

問
屋
制
が
崩
壊
し
て
新
た
に
才
覚
の
あ
る
人
物
が
交
代
し
て
就
任
す
る
例

も
あ
っ
た
。

問
屋
は
一
～
三
名
程
度
が
普
通
で
、
亀
山
宿
は
二
名
、
関
・
坂
ノ
下
宿

は
一
名
で
あ
っ
た
。
二
名
で
あ
れ
ば
月
を
半
分
に
分
け
て
業
務
分
担
を
す

る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
問
屋
は
伝
馬
役
や
年
貢
諸
役
を
免

除
さ
れ
、
荷
物
継
立
の
優
先
権
や
荷
物
保
管
料
（
庭
銭
）
の
徴
収
な
ど
の

特
権
を
有
し
た
り
し
て
い
た
。
し
か
し
次
第
に
宿
役
人
化
が
進
ん
で
戦
国

時
代
以
来
の
諸
特
権
が
縮
小
し
、
一
方
で
交
通
量
の
増
加
に
よ
っ
て
人
馬

に
よ
る
継
立
業
務
も
多
忙
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
幕
府
は
寛
永
十
年

一
六
三
三

よ
り
東
海
道
・
美
濃
路
の
宿
々

（

）

へ
継
飛
脚
給
米
を
支
給
し
、
こ
れ
を
問
屋
へ
付
与
し
た
。
さ
ら
に
寛
文
五

年
（
一
六
六
五
）
よ
り
問
屋
給
米
を
七
石
ず
つ
支
給
し
は
じ
め
た
。
次
に

示
す
も
の
は
伊
勢
国
に
所
在
す
る
東
海
道
の
七
宿
に
対
し
、
幕
府
代
官
所

を
通
じ
て
問
屋
給
米
を
渡
す
こ
と
を
通
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

覚

勢
州

桑
名

同

四
日
市

同

亀
山

同

石
薬
師

同

関

同

庄
野
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同

坂
之
下

右
七
宿

公
儀
御
用
相
達
候
問
屋
・
肝
煎
中

、
一
宿
ニ
付
米
七
石
宛
、
当

江

巳
年
よ
り
毎
年
被
下
候
間
、
其
方
御
代
官
所
よ
り
相
渡
手
形
取
之
、
勘
定
ニ

可
被
相
立
候
、
以
上
、

十
月
十
五
日

高
伊
勢
守

妻
彦
右
衛
門

岡
豊
前
守

此
御
本
紙
桑
名
ニ
有

佐
野
平
兵
衛
殿

（

）

川
北
家
文
書
二
‐
五
‐
二
・
史
81

問
屋
給
米
は
幕
府
領
の
年
貢
米
の
う
ち
か
ら
支
給
し
た
の
で
、
代
官
に

そ
の
渡
し
方
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
差
出
人
は
大
目
付
兼
帯
の
道
中
奉
行

で
あ
る
高
木
守
久
と
勘
定
奉
行
の
岡
田
善
政
・
妻
木
頼
熊
で
あ
る
。

宿
場
で
は
問
屋
の
家
の
一
部
を
問
屋
場
と
し
、
そ
こ
へ
宿
役
人
一
同
や

下
役
が
交
代
で
勤
務
し
、
重
要
な
通
行
で
あ
れ
ば
宿
役
人
全
員
が
出
仕
し

た
。
し
か
し
中
期
以
降
は
、
一
般
に
宿
場
内
に
公
設
の
問
屋
場
を
設
置
し

て
い
た
。
亀
山
宿
に
は
東
町
と
西
町
に
一
カ
所
ず
つ
問
屋
場
が
あ
っ
た
。

関
宿
に
は
中
町
の
川
北
本
陣
と
鶴
屋
脇
本
陣
の
間
に
間
口
六
間
余
の
問
屋

場
が
あ
り
、
坂
ノ
下
宿
に
は
本
陣
の
真
向
か
い
に
間
口
五
間
半
・
奥
行
き

八
間
の
問
屋
場
が
あ
っ
た
。

問
屋
場
は
、
宿
役
人
や
下
役
だ
け
で
な
く
、
実
働
の
人
足
や
馬
士
、
あ

る
い
は
人
馬
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
旅
人
や
物
資
が
集
ま
っ
て
混
雑
し

た
。
問
屋
と
問
屋
場
は
、
ま
さ
に
宿
場
の
中
枢
で
あ
っ
た
。

問
屋
を
補
佐
す
る
の
が
年
寄
で
あ
る
。
年
寄
の
こ
と
を

宿
役
人
と
下
役

吟
味
役
と
呼
ん
だ
宿
場
も
あ
る
が
、
亀
山
・
関
・
坂
ノ
下
宿
で
は
年
寄
と

呼
ん
で
い
た
。
年
寄
は
一
宿
に
一
～
二
名
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
亀
山
宿

の
よ
う
に
一
〇
名
も
い
る
宿
場
も
あ
っ
た
。

問
屋
と
年
寄
、
そ
れ
に
村
役
人
の
筆
頭
で
あ
る
庄
屋
を
併
せ
て
宿
方
三

役
と
言
い
、
宿
役
人
と
い
う
の
は
一
般
に
こ
の
宿
方
三
役
を
指
す
。
も
っ
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と
も
問
屋
は
本
陣
や
庄
屋
を
兼
ね
る
こ
と
が
多
く
、
年
寄
も
村
役
人
で
あ

る
組
頭
を
兼
帯
し
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
。

宿
役
人
の
下
に
は
、
帳

付
や
馬
指
・
人
足
指
な
ど
が
い
る
の
が
一
般

ち
ょ
う
づ
け

う
ま
さ
し

的
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
名
称
の
下
役
が
い
る
例
も
多
い
。
こ
れ
ら
の

問
屋
場
の
下
役
は
、
言
わ
ば
問
屋
の
奉
公
人
で
あ
り
、
問
屋
か
ら
給
与
が

支
給
さ
れ
た
。

帳
付
は
、
問
屋
場
へ
出
仕
し
て
人
馬
の
出
入
り
や
そ
の
賃
銭
を
記
帳
す

る
の
が
本
来
の
役
割
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
人
馬
の
差
配
や
通
行
人
と
の

交
渉
に
も
当
た
っ
た
。
上
司
の
問
屋
や
年
寄
が
道
中
奉
行
へ
の
嘆
願
や
隣

宿
と
の
交
渉
で
出
張
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
帳
付
は
一
般
に
日
常
的
に

、

。

問
屋
場
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し

相
当
に
高
い
資
質
を
要
求
さ
れ
た

馬
指
（
差
と
も
書
く
）
は
馬
士
を
指
図
し
、
人
足
指
（
差
と
も
）
は
人

足
の
差
し
引
き
に
当
た
っ
た
。
馬
指
だ
け
で
人
足
指
を
お
か
な
い
宿
場
も

あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
馬
指
が
人
足
指
の
仕
事
を
兼
ね
て
い
た
。
こ
う

し
た
場
合
に
は
、
両
方
の
名
称
を
兼
ね
た
人
馬
指
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
亀
山
・
関
・
坂
ノ
下
宿
に
は
馬
指
と
人
足
指
の
両
方
が
い
た
。

宿
役
人
や
問
屋
場
の
下
役
の
名
称
・
人
数
は
、
同
じ
宿
場
で
も
年
代
に

よ
り
変
動
す
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
宿
場
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
以
下
で

は

『
東
海
道
宿
村
大
概
帳
』
に
よ
り
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
前

、
後
の
亀
山
・
関
・
坂
ノ
下
宿
の
宿
役
人
と
下
役
に
つ
い
て
概
略
し
て
お

く
。亀

山
宿
に
は
問
屋
二
名
・
年
寄
一
〇
名
・
書
役
三
名
・
馬
差
四
名
・
人

か
き
や
く

う
ま
さ
し

足
差
四
名
・
小
使
四
名
・
飛
脚
一
二
名
が
い
て
、
通
常
は
問
屋
場
に
こ
の

う
ち
問
屋
一
名
・
年
寄
一
名
・
書
役
二
名
・
馬
差
二
名
・
人
足
差
二
名
・

小
使
二
名
・
飛
脚
一
名
が
詰
め
て
人
馬
継
立
業
務
に
当
り
、
重
要
な
通
行

が
あ
る
と
き
に
は
宿
役
人
・
下
役
が
全
員
で
出
仕
し
た
。
書
役
は
一
般
の

宿
で
言
う
帳
付
の
こ
と
で
あ
る
。
飛
脚
を
問
屋
場
の
下
役
に
加
え
て
い
る

例
は
少
な
い
が
、
亀
山
宿
問
屋
場
の
下
役
で
あ
る
飛
脚
と
は
幕
府
公
用
の

継
飛
脚
で
あ
る
。
小
使
は
、
主
に
書
類
や
用
事
な
ど
の
伝
達
に
回
る
の
が

、

。

仕
事
で

一
般
の
村
の
定
使
の
よ
う
な
こ
と
を
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る
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関
宿
に
は
問
屋
一
名
・
年
寄
六
名
・
人
足
方
七
名
・
肝
煎
四
名
・
継
立

所
掛
り
役
二
名
・
書
役
二
名
・
馬
指
五
名
・
人
足
指
六
名
が
い
て
、
通
常

は
問
屋
場
に
問
屋
と
宿
役
人
が
一
名
ず
つ
、
馬
指
三
名
・
人
足
指
二
名
が

詰
め
て
人
馬
継
立
業
務
に
当
り
、
重
要
な
通
行
が
あ
る
と
き
に
は
宿
役
人

全
員
で
出
仕
し
た
と
あ
る

こ
こ
で
い
う
宿
役
人
と
は

年
寄
・
人
足
方
・

。

、

肝
煎
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
足
方
は
町
代
の
こ
と
で
、
肝
煎
・
年
寄
と
同

き
も
い
り

様
に
問
屋
の
補
佐
役
で
あ
っ
た
。
継
立
所
掛
り
と
は
亀
山
宿
で
い
う
飛
脚

の
こ
と
で
、
こ
れ
も
幕
府
の
継
飛
脚
の
役
割
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

坂
ノ
下
宿
に
は
問
屋
一
名
・
年
寄
三
名
・
勘
定
元
方
一
名
・
勘
定
立
合

二
名
・
帳
付
三
名
・
馬
指
三
名
と
人
足
指
・
肝
煎
兼
帯
四
名
、
小
遣
二
名

が
い
て
、
通
常
は
問
屋
場
に
問
屋
・
年
寄
・
帳
付
・
馬
指
・
人
足
指
が
一

名
ず
つ
と
小
遣
二
名
が
詰
め
、
重
要
な
通
行
が
あ
る
と
き
に
は
宿
役
人
が

全
員
で
出
仕
し
た
。
勘
定
元
方
は
通
常
は
出
仕
し
て
い
な
い
よ
う
な
の
で

帳
簿
な
ど
に
よ
り
会
計
を
処
理
し
、
勘
定
立
合
は
言
わ
ば
そ
の
監
査
役
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
江
戸
時
代
後
期
の
亀
山
・
関
・
坂
ノ
下
宿
の
宿
役
人

や
そ
の
下
役
は
、
他
宿
に
比
較
し
て
そ
の
名
称
が
多
彩
で
人
数
も
多
い
。

因
み
に
、
亀
山
宿
の
東
隣
の
庄
野
宿
で
は
同
時
期
に
問
屋
二
名
・
年
寄
二

名
・
帳
付
四
名
・
人
馬
差
八
人
の
み
、
坂
ノ
下
宿
西
隣
の
土
山
宿
は
問
屋

二
名
・
年
寄
四
名
・
帳
付
三
名
・
人
馬
取
扱
六
人
・
御
書
飛
脚
六
名
・
人

足
方
勘
定
立
合
四
名
で
あ
る
。

寛
永
十
四
年

一
六
三
七

の
助
馬
制
に
よ
り
亀
山
・

助
郷
制
度
の
成
立

（

）

関
・
坂
ノ
下
宿
へ
は
助
馬
村
が
付
属
さ
れ
、
宿
場
の
常
備
人
馬
で
不
足
す

る
よ
う
な
大
通
行
の
際
に
は
助
馬
が
徴
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
や
が
て
宿
場
で
は
人
馬
の
不
足
が
恒
常
的
に
な
り
、
助
馬
制
の
改
変
が

必
要
に
な
っ
て
き
た
。

幕
府
は
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
十
一
月
に
主
要
街
道
の
助
馬
村
に
つ

い
て
、
大
規
模
な
実
態
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
翌
六
年
（
一
六

六
六
）
に
は
亀
山
宿
に
対
し
、
改
め
て
野
村
・
野
尻
・
落
針
・
大
岡
寺
・

和
田
・
川
合
・
菅
内
・
羽
若
の
八
カ
村
（
計
高
五
六
一
一
石
余
）
を
助
馬
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村
と
し
て
付
属
さ
せ
、
助
郷
高
一
石
に
に
つ
き
一
疋
半
、
合
わ
せ
て
八
五

疋
の
助
馬
を
出
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
関
宿
に
対
し
て
は
、
小
野
・

山
下
・
木
下
・
阿
野
田
・
白
木
の
五
カ
村
（
計
四
一
五
六
石
余
）
を
付
属

さ
せ
、
助
郷
高
一
石
に
に
つ
き
一
疋
四
分
、
合
わ
せ
て
六
〇
疋
の
助
馬
を

命
じ
た
（

九
々
五
集
』
巻
第
五

往
還
駅
・
伝
馬
出
馬
・
壁
書
二
五
三

『

頁

。）
続
い
て
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
二
月
に
は
、
従
来
の
助
馬
制
を
踏
ま

え
て
助
郷
制
度
を
実
施
し
た
。
こ
の
時
の
東
海
道
岡
崎
宿
よ
り
東
方
の

宿
々
の
助
郷
制
度
は
、
一
般
に
従
来
の
助
馬
村
を
定
助
郷
と
し
、
そ
の
定

助
郷
に
加
え
て
遠
心
的
に
大
助
郷
を
指
定
し
て
、
定
助
郷
の
徴
発
で
も
人

馬
が
不
足
す
る
際
に
大
助
郷
も
徴
発
す
る
と
い
う
二
重
構
造
の
も
の
で
あ

っ
た
。

亀
山
・
関
宿
の
場
合
、
こ
の
二
重
構
造
は
同
じ
で
あ
る
が
、
東
海
道
の

一
般
の
宿
々
と
は
名
称
が
少
し
異
な
っ
て
い
た

『
九
々
五
集
』
に
は
次

。

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
（
同
書
巻
第
五
往
還
駅
・
伝
馬
出
馬
・
壁
書
二
五

四
頁
、
朱
書
部
分
略

。）

一
高
壱
万
五
百
弐
拾
三
石

亀
山
町
附
大
助
郷
拾
七
ケ
村

内
二
千
百
三
拾
弐
石

津
領

田
茂
村

三
寺
村

阿
知
本
村

中
ノ
庄
村

八
千
三
百
九
拾
一
石

亀
山
領
拾
四
ケ
村

羽
若

野
村

和
田

住
山

亀
田

椿
世

井
尻

落
針

菅
内

川
合

八
野

大
岡
寺

小
田

（
マ
マ
）

一
高
壱
万
七
百
六
拾
七
石

関
町
附
大
助
郷
拾
四
ケ
村

内
五
千
六
百
七
拾
八
石

津
領

古
馬
屋

椋
本

加
太

中
縄

楠
原

楠
平
尾

林

内
五
千
八
拾
九
石

亀
山
領

小
野

山
下

木
下

小
川

白
木

阿
野
田

鷲
山

す
な
わ
ち
亀
山
・
関
宿
で
は
、
こ
の
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
に
助
郷
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編
成
で
も
助
郷
全
体
を
大
助
郷
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
亀
山
・
関
宿

を
は
じ
め
、
岡
崎
宿
よ
り
西
方
の
宿
々
で
は
定
助
郷
は
な
く
、
依
然
と
し

て
大
助
郷
の
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

坂
ノ
下
宿
は
小
規
模
な
上
に
鈴
鹿
峠
を
控
え
る
人
馬
継
立
の
難
所
に
位

置
し
て
い
た
の
で
、
助
馬
・
助
郷
は
広
範
囲
に
わ
た
り
、
し
か
も
複
雑
で

あ
っ
た
。
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
の
助
馬
制
に
よ
り
、
同
宿
へ
は
白

木
・
菅
内
・
野
尻
・
太
田
・
落
針
・
山
下
・
木
下
・
小
野
・
沓
掛
・
市
瀬

の
一
〇
カ
村
が
付
属
さ
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
に
し
ば
し
ば
助
馬
村
の
組

替
が
行
わ
れ
た
。
特
に
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
は
大
き
な
組
替
が
あ

り
、
そ
の
結
果
が
前
記
の
亀
山
・
関
宿
へ
の
助
馬
付
属
に
も
影
響
し
て
い

る
。元

禄
七
年
の
助
郷
編
成
で
は
、
伊
勢
・
近
江
国
に
ま
た
が
る
三
五
カ
村

が
坂
ノ
下
宿
の
大
助
郷
に
と
な
っ
て
い
る
ほ
か

「
人
足
定
助
」
と
し
て

、

沓
掛
・
市
ノ
瀬
村
が
付
属
し
て
い
る
（

鈴
鹿
関
町
史
』
上
巻
四
五
二
頁

『

で
は
元
禄
十
二
年
と
す
る

。
こ
の
三
五
カ
村
の
う
ち
の
近
江
国
内
の
八

）

カ
村
は
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
十
一
月
に
伊
勢
国
内
の
八
カ
村
に
交

代
と
な
っ
た
（

九
々
五
集
』
巻
第
五

往
還
駅
・
伝
馬
出
馬
・
壁
書

『

二
七
二
～
二
七
四
頁

。
）

こ
の
元
禄
七
年
の
大
助
郷
編
成
を
経
て
、
幕
府
道
中
奉
行
は
享
保
十
年

（
一
七
二
五
）
に
再
び
助
郷
改
革
を
行
い
、
大
助
郷
を
定
助
郷
に
名
称
変

更
す
る
。
そ
れ
は
、
助
郷
が
宿
人
馬
の
臨
時
的
補
完
の
役
割
か
ら
恒
常
的

な
補
完
組
織
に
編
成
さ
れ
直
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

、

。

定
助
郷
の
編
成
問
題
に
つ
い
て
は

本
章
第
二
節
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る

第
四
項

人
馬
賃
と
宿
助
成

宿

継
に
よ
る
駄
賃
・
人
足
賃
（
人
馬
賃
銭
）
に
は
、
無

無
賃
の
人
馬

し
ゅ
く
つ
ぎ

賃
と
有
賃
が
あ
っ
た
。
無
賃
に
は
、
朱
印
・
証
文
や
馳
走
な
ど
の
種
類
が

あ
り
、
有
賃
に
も
道
中
奉
行
が
定
め
た
お
定
め
賃
銭
（
公
定
賃
銭
）
と
、
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人
足
・
馬
士
と
そ
の
利
用
者
（
荷
主
や
旅
人
）
の
双
方
が
相
談
で
決
め
る

相
対
賃
銭
が
あ
っ
た
。

朱
印
状
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
将
軍
・
大
御
所
が
押
印
し
た
書
状
の

こ
と
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
朱
印
が
押
し
て
あ
る
宿
人
馬
の
利
用
許
可
状
の

こ
と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
初
期
に
は
、
将
軍
・
大
御
所
の
思
惟
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
な
と
き
に
朱
印
状
が
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
や
が
て
こ
の

朱
印
状
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
特
定
の
旅
行
者
な
ど
に
限
定
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

十
七
世
紀
半
ば
以
降
、
こ
の
朱
印
状
に
よ
っ
て
宿
人
馬
が
利
用
で
き
る

の
は
、
次
の
よ
う
な
通
行
で
あ
っ
た
。
公
家
・
門
跡
、
将
軍
が
京
都
へ
使

わ
す
使
者

伊
勢
神
宮
へ
の
代
参

大
坂
城
代
交
代
時
の
引
越
し

大
坂
・

、

、

、

駿
府
目
付
、
二
条
・
大
坂
御
蔵
奉
行
仮
役
、
城
引
渡
し
と
巡
検
御
用
、
御

普
請
所
な
ど
の
検
分
御
用
、
日
光
御
名
代
、
日
光
門
跡
や
役
者
・
医
者
の

日
光
へ
の
往
来
と
門
跡
よ
り
京
都
へ
の
使
者
、
金
地
院
、
品
川
東
海
寺
輪

番
、
三
河
国
滝
山
寺
、
京
都
知
恩
院
、
増
上
寺
よ
り
知
恩
院
へ
の
使
者
、

相
模
国
遊
行
寺
上
人
、
宇
治
御
茶
・
備
後
御
畳
表
・
野
馬
・
御
簾
御
用
、

こ
の
二
三
件
で
あ
る
。
旅
行
者
だ
け
で
な
く
、
江
戸
城
や
将
軍
家
に
必
要

な
も
の
も
朱
印
人
馬
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

幕
府
の
職
制
の
整
備
と
と
も
に
朱
印
状
の
ほ
か
に
、
特
定
の
幕
府
役
人

が
発
行
す
る
証
文
で
も
無
賃
で
宿
人
馬
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
の
規
定
で
は
、
無
賃
人
馬
利
用
の

証
文
を
発
行
で
き
る
の
は
老
中
・
京
都
所
司
代
・
大
坂
町
奉
行
・
大
坂
城

番
・
駿
府
町
奉
行
・
駿
府
城
番
で
あ
り
（

御
触
書
寛
保
集
成
』
一
二
五

『

）
、

。

八
号

や
が
て
こ
の
う
ち
の
大
坂
城
番
に
代
わ
っ
て
同
城
代
に
な
っ
た

さ
ら
に
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
は
、
遠
国
奉
行
と
道
中
奉
行
も
無
賃

人
馬
利
用
の
証
文
を
発
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

無
賃
の
馳
走
人
馬
と
は
、
朱
印
状
や
証
文
な
ど
に
記
さ
れ
た
人
馬
数
以

、

。

外
に

そ
の
領
主
や
宿
問
屋
の
指
示
で
余
分
に
出
す
人
馬
の
こ
と
で
あ
る

朱
印
状
を
携
行
す
る
旅
行
者
の
多
く
は
、
そ
の
朱
印
状
に
記
さ
れ
た
人
馬

数
以
上
の
馳
走
人
馬
を
利
用
し
、
七
里
飛
脚
な
ど
の
人
足
も
実
際
に
は
宿
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問
屋
が
馳
走
と
し
て
囲
い
人
馬
の
な
か
か
ら
提
供
し
た
。

こ
れ
ら
の
朱
印
・
証
文
・
馳
走
人
馬
は
無
賃
で
提
供
す
る
の
で
、
そ
の

。

、

提
供
者
に
負
担
が
か
か
る

そ
こ
で
実
際
に
稼
働
し
た
伝
馬
・
人
足
へ
は

宿
問
屋
か
ら
相
当
額
の
人
馬
賃
を
渡
し
た
。
馳
走
人
馬
は
恣
意
的
な
性
格

を
有
し
、
こ
の
馳
走
人
馬
が
朱
印
・
証
文
人
馬
数
よ
り
多
い
こ
と
も
あ
っ

て
、
こ
れ
が
宿
場
の
疲
弊
の
一
因
に
も
な
っ
た
。

当
初
の
宿
人
馬
の
利
用
は
、
無
賃
で
あ
る
朱
印

公
定
賃
銭
と
相
対
賃
銭

伝
馬
と
公
定
（
御
定
）
賃
銭
だ
け
の
区
別
で
あ
っ
た
。
慶
長
七
年
（
一
六

〇
二
）
に
東
海
道
の
宿
々
へ
駄
賃
定
書
が
提
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
公
定

の
本
馬
の
駄
賃
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
人
足
賃
に
つ
い
て
は
、
慶
長

十
四
年
（
一
六
〇
九
）
に
一
里
に

つ
き
京
銭
八
文
と
決
め
ら
れ
た

も
ん

が
、
こ
れ
は
馬
の
半
額
で
あ
る
。

そ
の
後
、
十
七
世
紀
を
通
じ
て

公
定
賃
銭
は
し
ば
し
ば
値
上
げ
さ

れ
、
時
に
値
下
げ
も
さ
れ
た
。
ち

な
み
に
亀
山
・
関
宿
、
関
・
坂
ノ

下
宿
間
の
駄
賃
は

元
和
二
年

一

、

（

六
一
六
）
に
は
前
者
が
二
五
文
、

後
者
が
三
七
文
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
が
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
に

は
六
九
文
と
一
一
七
文
と
や
く
三

倍
に
な
っ
て
い
る
（
表

。）
18

本
来
、
幕
府
公
用
以
外
の
貨
客

に
つ
い
て
は
、
公
定
賃
銭
に
よ
り

継
ぎ
立
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
公
定
賃
銭
は
諸
物

価
の
上
昇
率
に
比
較
し
て
相
対
的

に
定
額
に
抑
え
ら
れ
、
し
か
も
値

上
げ
の
認
可
時
期
は
常
に
後
追
い

出典は『鈴鹿関町史 、および『東海道宿村大概帳 （ 近世交通史料集』四）表18 人馬賃銭の変遷 』 』『

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kinsei/image/03/gi.htm?pf=2094hy018.JPG&?pn=%E8%A1%A818 %E4%BA%BA%E9%A6%AC%E8%B3%83%E9%8A%AD%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B7
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で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
人
馬
の
実
質
的
労
働
力
を
考
慮
し
、
荷
主
や
旅
人
と

馬
士
・
人
足
の
双
方
が
交
渉
し
て
値
段
を
決
め
る
相
対
賃
銭
と
い
う
も
の

あ
い
た
い
ち
ん
せ
ん

が
生
ま
れ
た
。

相
対
賃
銭
で
利
用
す
る
人
馬
は
、
宿
問
屋
を
介
す
る
宿
立
人
馬
で
は
な

く
往
還
稼
ぎ
の
人
馬
で
あ
る
か
ら
、
公
式
文
書
に
残
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
そ
の
た
め
相
対
賃
銭
の
発
生
時
期
や
利
用
度
に
つ
い
て
は
明
確
で

な
い
。
た
だ
し
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
の

宿

起

請

文
で

「

商

人
之

、

し
ゅ
く

き

し
ょ
う
も
ん

し
ょ
う
に
ん

の

」

、

付
能
荷
物

計

を

優
先
し
て
継
ぎ
立
て
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
か
ら

つ
け
よ
き

に

も
つ
ば
か
り

す
で
に
こ
の
時
期
に
は
商
人
荷
物
を
相
対
賃
銭
で
継
ぎ
送
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
有
賃
の
人
馬
賃
銭
で
も
、
そ
の
金
額
面
で
公
定
賃
銭
と
相
対

賃
銭
に
大
き
な
差
が
生
じ
は
じ
め
た
の
で
、
公
定
賃
銭
は
特
権
通
行
だ
け

に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
参
勤
交
代
の
大
名
は
公
定
賃
銭
に
よ
る

人
馬
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
利
用
人
馬
数
も
大
名
の
家
格
に
よ

り
制
限
さ
れ
て
い
て
、
残
り
の
必
要
人
馬
は
相
対
賃
銭
で
雇
用
し
た
。

相
対
賃
銭
に
よ
る
駄
賃
は
、
ま
さ
に
相
対
で
あ
っ
て
一
定
で
な
い
。
次

宿
ま
で
継
立
に
出
た
戻
り
人
馬
は
、
空
荷
よ
り
は
荷
物
を
運
ん
だ
方
が
利

益
に
な
る
か
ら
安
価
で
決
ま
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
、
一
般
的
に
は
公

定
賃
銭
の
二
倍
前
後
が
相
対
賃
銭
の
相
場
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
五
月
、
幕
府
は
五
街

元
賃
銭
と
そ
の
値
上
げ

道
の
宿
々
や
川
越
場
・
関
所
な
ど
の
高
札
を
一
斉
に
建
て
替
え
た
。
こ
れ

こ
う
さ
つ

ら
の
高
札
の
う
ち
、
宿
高
札
に
は
、
人
馬
荷
物
の
重
量
規
定
、
朱
印
状
に

よ
る
伝
馬
利
用
で
は
書
付
以
上
の
人
馬
を
出
さ
な
い
こ
と
、
大
名
の
公
定

か
き
つ
け

賃
銭
に
よ
る
人
馬
利
用
数
や
宿
人
馬
の
追
い
通
し
禁
止
、
宿
場
は
馬
を
隠

し
お
か
ず
に
出
し
て
そ
れ
で
も
不
足
の
と
き
に
は
在
郷
よ
り
駄
賃
馬
を
雇

う
こ
と
、
規
定
外
の
人
馬
賃
銭
の
徴
収
を
禁
止
す
る
こ
と
な
ど
が
記
し
て

あ
る
。

宿
高
札
の
建
て
替
え
と
同
時
に
、
人
馬
賃
銭
を
示
す
添
高
札
も
建
て
替

そ
え
こ
う
さ
つ

え
ら
れ
た
。
そ
の
添
高
札
に
示
さ
れ
た
人
馬
賃
銭
は
、
多
く
が
宝
永
四
年

（
一
七
〇
七
）
に
改
定
さ
れ
た
も
の
と
同
額
で
あ
る
が
、
以
降
の
人
馬
賃
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銭
の
変
更
に
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
後
に

こ
の
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
の
人
馬
賃
銭
を
元
賃
銭
と
称
し
、
値
上
げ

に
際
し
て
は
「
元
賃
銭
の
上
に
何
割
増
」
と
い
う
表
現
で
示
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

、

、

正
徳
元
年
以
降

宿
場
の
な
か
に
は
被
災
・
困
窮
な
ど
の
理
由
に
よ
り

期
限
を
区
切
っ
て
公
定
賃
銭
が
値
上
げ
さ
れ
た
例
が
多
々
あ
る
。
し
か
し

期
限
が
経
過
す
る
と
、
元
賃
銭
に
復
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
表

は
亀

18

山
市
域
に
お
け
る
東
海
道
宿
々
の
江
戸
時
代
の
人
馬
賃
銭
の
変
遷
に
つ
い

て

『
関
町
史
』
上
巻
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
『
東
海
道
宿
村
大
概
帳
』

、
記
載
の
数
字
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
必
ず
し
も

人
馬
賃
銭
の
変
遷
の
全
容
で
は
な
く
、
ま
た
人
馬
賃
銭
変
更
の
時
期
を
明

確
に
示
し
た
も
の
で
も
な
い
。

一
般
に
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
十
二
月
、
東
海
道
・
中
山
道
の
宿
々

で
は
三
～
四
年
以
前
の
旱
魃
と
流
行
病
で
疲
弊
し
て
い
た
の
で
、
七
年
間

か
ん
ば
つ

を
期
限
に
し
て
元
賃
銭
の
上
に
三
割
増
の
値
上
げ
が
認
可
さ
れ
た
。
そ
の

際
、
亀
山
・
関
・
坂
ノ
下
宿
で
も
値
上
げ
を
認
可
さ
れ
て
い
る
が
、
表
18

で
は
こ
の
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
宿
々
で
は
、
こ
の
三
割
増
の
値

上
げ
分
の
う
ち
一
割
増
分
だ
け
を
助
郷
人
馬
へ
渡
し
、
残
り
の
二
割
増
分

。

、

に
つ
い
て
は
宿
財
政
に
組
み
入
れ
た

宿
人
馬
が
勤
め
た
分
に
つ
い
て
は

割
増
し
分
を
刎
銭
と
し
て
除
い
て
代
官
所
や
領
主
役
所
へ
上
納
し
た
。
領

は
ね
せ
ん

主
役
所
な
ど
へ
上
納
さ
れ
た
刎
銭
は
、
同
所
で
他
所
へ
貸
し
付
け
て
利
殖

し
、
そ
の
利
息
分
を
宿
助
成
金
と
し
て
宿
問
屋
へ
下
げ
渡
す
仕
組
み
で
あ

っ
た
。

こ
の
と
き
に
値
上
げ
さ
れ
た
公
定
賃
銭
に
つ
い
て
は
そ
の
後
、
天
明
元

年
（
一
七
八
一
）
に
七
年
間
の
期
限
が
切
れ
た
の
で
元
賃
銭
に
復
し
た
。

し
か
し
そ
れ
か
ら
四
年
後
の
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
か
ら
は
、
一
〇
年

間
を
期
限
と
し
て
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
年
ま
で
元
賃
銭
の
四
割
増
に

な
っ
た
。
寛
政
七
年
か
ら
再
び
元
賃
銭
に
復
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
元

賃
銭
の
ま
ま
で
は
あ
ま
り
に
も
諸
物
価
と
比
較
し
て
低
額
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
か
ら
一
〇
年
間
は
、
ま
た
二
割
増
と
し
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た
。
表

に
示
さ
れ
た
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
の
人
馬
賃
銭
は
、
実
は

18

翌
年
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
数
字
で
あ
る
。
こ
の
二
割
増
の

期
限
後
の
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
は
五
割
増
と
な
り
、
そ
の
後
は
安

政
五
年
（
一
八
五
八
）
ま
で
一
時
的
な
七
割
増
期
間
を
除
い
て
五
割
増
が

続
い
た
。

幕
末
期
に
は
諸
物
価
の
高
騰
が
甚
だ
し
く
、
そ
れ
に
つ
れ
て
人
馬
の
公

定
賃
銭
も
値
上
げ
さ
れ
た
。
後
に
も
述
べ
る
が
、
概
略
を
示
す
と
文
久
三

（

）

、

。

年

一
八
六
三

に
は
元
賃
銭
の
一
〇
割
増

す
な
わ
ち
二
倍
と
な
っ
た

さ
ら
に
元
治
元
年
（
一
八
六
三
）
に
は
一
五
割
増
、
慶
応
三
年
（
一
八
六

七
）
に
は
五
五
割
増
に
な
っ
た
。

幕
府
は
宿
の
設
置
に
当
た
り
、
伝
馬
を
常
備
す
る

幕
府
に
よ
る
宿
助
成

代
償
に
伝
馬
屋
敷
の
地
子
を
免
除
し
、
宿
場
に
伝
馬
が
余
っ
て
い
れ
ば
そ

じ

し

の
馬
で
駄
賃
稼
ぎ
を
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
旅
籠
屋
な
ど
の
宿
泊
施
設
の

営
業
は
、
宿
場
の
義
務
と
い
う
よ
り
、
伝
馬
を
常
備
す
る
こ
と
に
対
す
る

代
償
と
し
て
の
権
利
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

飢
饉
や
宿
財
政
が
逼
迫
し
た
と
き
に
は
、
幕
府
や
藩
が
金
穀
を
無
償
で

払
い
下
げ
た
り
無
利
子
で
貸
し
付
け
た
り
し
た
。
時
に
人
馬
の
公
定
賃
銭

の
値
上
げ
を
公
認
し
、
や
が
て
飯
盛
女
を
抱
え
る
こ
と
を
許
可
し
て
宿
場

の
繁
栄
を
助
長
さ
せ
る
政
策
を
と
っ
た
。
こ
れ
ら
は
ひ
と
え
に
、
宿
財
政

が
悪
化
し
て
宿
場
が
成
り
立
た
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ

た
。宿

場
の
財
政
と
言
う
場
合
、
大
き
く
宿
場
集
落
全
体
や
そ
こ
に
住
む

人
々
の
財
政
と
、
人
馬
継
立
を
中
心
と
す
る
宿
問
屋
の
財
政
の
二
つ
が
あ

る
が
、
一
般
に
は
後
者
を
指
す
。
幕
府
も
特
に
後
者
に
関
心
を
示
し
、
そ

の
破
綻
を
防
止
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
助
成
を
行
っ
た
。

、

、

前
述
し
た
よ
う
に

宿
継
の
人
馬
賃
銭
に
は
無
賃
と
公
定
賃
銭
が
あ
り

や
が
て
相
対
賃
銭
と
い
う
も
の
が
出
現
し
た
。
無
賃
は
言
う
に
及
ば
ず
、

公
定
賃
銭
で
も
実
労
働
に
ふ
さ
わ
し
い
金
額
で
は
な
く
、
継
立
労
働
と
し

て
は
相
対
賃
銭
だ
け
が
黒
字
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
相
対
賃
銭
に
つ
い

あ
い
た
い

て
は
、
宿
問
屋
が
把
握
し
て
い
る
宿
財
政
に
組
み
入
れ
な
い
の
が
普
通
で
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あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
表
れ
る
宿
財
政
の
状
況
が
、
常
に
厳
し
い

赤
字
を
計
上
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
も
幕
府
は
宿
場
に
対
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
助
成
を
行
っ
た
。
例
え

ば
、
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
に
は
寛
永
通
宝
を
鋳
造
し
、
そ
の
寛
永

通
宝
の
流
通
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に
東
海
道
の
宿
々
へ
銭
一
〇
〇
貫
文
ず

つ
を
配
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
同
十
五
年
（
一
六
三
八
）
に
は
東
海

道
の
宿
々
の
常
備
人
馬
を
拡
充
し
た
の
で
地
子
免
除
地
を
拡
大
し
、
同
時

に
米
穀
を
支
給
し
た
。

寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
の
全
国
的
な
大
飢
饉
に
際
し
て
は
、
宿
場

を
救
済
す
る
た
め
に
金
穀
を
支
給
し
、
不
足
し
て
い
る
伝
馬
に
つ
い
て
一

疋
に
つ
き
金
三
両
の
拝
借
金
を
下
付
し
て
充
足

す
る
よ
う
に
し
た
。
同
二
十
年
（
一
六
三
三
）

も
飢
饉
が
続
い
た
の
で
、
東
海
道
の
幕
府
領
の

宿
々
に
対
し
て
拝
借
金
五
〇
〇
両

私
領
の
宿
々

、

に
は
三
〇
〇
両
を
下
付
し
、
同
時
に
人
馬
の
公

定
賃
銭
を
一
里
に
つ
き
五
文
増
と
し
た
。
こ
の

寛
永
十
三
年
と
同
二
十
年
の
拝
借
金
は
、
百
年

近
く
経
て
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
棄
捐

と
な
っ
た
。
拝
借
金
で
あ
り
な
が
ら
、
宿
々
か

ら
幕
府
へ
返
済
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。

拝
借
金
と
は
、
宿
場
が
幕
藩
領
主
役
所
か
ら

借
用
し
た
金
銭
の
こ
と
で
、
宿
場
側
の
用
語
で

。

。

あ
る

こ
の
拝
借
は
無
利
子
が
原
則
で
あ
っ
た

後
に
は
、
こ
の
拝
借
金
を
元
金
に
し
て
宿
問
屋

自
ら
、
あ
る
い
は
領
主
役
所
を
通
じ
て
一
般
の

人
々
に
貸
し
付
け
、
そ
の
利
息
を
宿
財
政
の
一

部
に
充
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

表

は
、
亀
山
・
関
宿
の
寛
永
二
十
年
～
延

19

宝
二
年
（
一
六
四
三
～
一
六
七
四
）
に
お
け
る

表19 亀山・関宿へ公儀より給米金
出典は『近世亀山藩大庄屋記録九々五集』267ページ。

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kinsei/image/03/gi.htm?pf=2095hy019.JPG&?pn=%E8%A1%A819 %E4%BA%80%E5%B1%B1%E3%83%BB%E9%96%A2%E5%AE%BF%E3%81%B8%E5%85%AC%E5%84%80%E3%82%88%E3%82%8A%E7%B5%A6%E7%B1%B3%E9%87%91
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幕
府
か
ら
の
下
付
金
・
拝
借
金
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
坂
ノ
下
宿
に
関
す

る
記
載
が
な
い
が
、
同
宿
へ
も
同
様
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
金
額
の

助
成
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
関
宿
の
寛
永
二
十
年
に
つ
い
て
は
三
〇
〇

両
の
下
付
の
は
ず
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
五
〇
〇
両
「

被

下
置
」
と
あ
る

く
だ
し
お
か

れ

（

九
々
五
集
』
巻
第
五

往
還
駅
・
伝
馬
出
馬
・
壁
書

二
六
七
頁

。

『

）

万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
の
拝
借
金
は
、
そ
の
後
の
宿
財
政
に
好
影
響

。

「

」

、

を
及
ぼ
し
た

す
な
わ
ち
こ
の
拝
借
金
は
後
に

万
治
金

と
称
せ
ら
れ

拝
借
金
で
あ
り
な
が
ら
返
済
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
宿
問
屋
に
よ
る

貸
付
金
の
原
資
と
し
て
大
き
な
比
重
を
も
つ
こ
と
に
な
る

寛
文
八
年

一

。

（

六
六
八
）
の
拝
借
米
金
は
「
亀
山
御
城
御
置
銭
」
や
「
御
蔵
」
か
ら
支
払

わ
れ
て
い
る
が

こ
れ
は
幕
府
の
指
示
に
よ
っ
た
も
の
で
実
質
的
に
は

公

、

「

儀
」
の
拝
借
米
金
で
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
表
示
は
し
て
な
い
が
、
坂
ノ
下
宿
で
は
寛
文
二
年
に
「
困

窮
」
を
理
由
に
米
四
〇
〇
俵
を
拝
借
し
、
延
宝
四
年
に
は
「
田
方
無
之
」

こ
れ
な
し

と
い
う
理
由
で
一
〇
〇
〇
両
を
拝
借
し
て
い
る
（

九
々
五
集
』
巻
第
五

『

往
還
駅
・
伝
馬
出
馬
・
壁
書

二
六
六
頁

こ
の
一
〇
〇
〇
両
は

延

）。

「

宝
金
」
と
称
し
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
代
官
所
へ
上
納
し
、
代
官
所
が
村
々

な
ど
へ
貸
し
付
け
て
利
殖
し
て
そ
れ
を
坂
ノ
下
宿
の
宿
財
政
に
組
み
込
む

こ
と
に
な
る
。

第
五
項

宿
泊
施
設

江
戸
時
代
初
期
の
御
殿
・
御
茶
屋
を
除
け
ば
、
宿
場
に

本
陣
・
脇
本
陣

お
け
る
宿
泊
施
設
の
中
で
最
高
級
の
も
の
が
本
陣
で
あ
っ
た
。
寛
永
十
二

年
（
一
六
三
五
）
に
大
名
の
参
勤
交
代
が
制
度
化
さ
れ
る
と
、
そ
の
道
中

で
大
名
と
そ
の
重
臣
は
本
陣
へ
休
泊
し
、
下
級
家
臣
な
ど
は
下
宿
と
称
し

て
旅
籠
屋
や
一
般
民
家
に
分
宿
し
た
。
大
名
だ
け
で
な
く
、
公
家
・
門
跡

や
幕
府
役
人
等
も
そ
の
休
泊
に
は
本
陣
を
利
用
し
た
。

本
陣
と
は
、
も
と
も
と
天
皇
の
行
幸
な
ど
の
際
の
鳳
輦
を
囲
む
一
陣
を
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指
し
た
が
、
後
に
軍
陣
の
大
将
の
い
る
本
営
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、

江
戸
時
代
に
な
る
と
大
名
が
宿
泊
す
る
宿
場
の
施
設
の
こ
と
を
指
す
よ
う

に
な
っ
た
。
江
戸
時
代
の
本
陣
の
起
源
は
明
確
で
な
い
が
、
寛
永
十
二
年

以
前
に
も
多
く
の
大
名
が
自
主
的
に
江
戸
へ
参
勤
を
し
て
お
り
、
そ
の
際

に
宿
内
の
有
力
者
が
そ
の
大
名
に
対
し
て
屋
敷
を
大
名
宿
と
し
て
提
供
し

た
こ
と
に
は
じ
ま
っ
た
例
が
多
い
。
中
に
は
、
後
述
す
る
御
殿
が
中
絶
し

た
の
で
、
代
わ
っ
て
本
陣
に
転
化
さ
せ
た
場
合
も
あ
る
。

脇
本
陣
は
、
本
陣
を
補
完
す
る
施
設
で
、
本
陣
に
複
数
の
大
名
等
が
重

、

。

複
し
て
休
泊
す
る
差
合
が
生
じ
た
と
き
に

一
方
を
脇
本
陣
へ
案
内
し
た

さ
し
あ
い

本
陣
へ
の
休
泊
の
優
先
権
は
身
分
の
上
下
で
は
な
く
、
先
約
者
に
あ
る
こ

と
が
原
則
で
あ
っ
た
。

脇
本
陣
の
起
源
は
、
本
陣
以
上

に
は
っ
き
り
し
な
い
。
同
一
の
宿

泊
施
設
を
脇
本
陣
と
言
っ
た
り
、

脇
本
陣
名
目
を
使
わ
な
い
で
旅
籠

屋
と
言
っ
た
り
し
て
い
る
場
合
も

あ
る
。
大
体
は
宿
内
で
最
大
規
模

の
旅
籠
屋
が
、
途
中
で
脇
本
陣
と

し
て
取
り
た
て
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
本
陣
の
施
設
は
広
大
な
屋
敷

の
中
に
大
体
建
坪
一
五
〇
～
二
〇

〇
坪
の
家
屋
が
あ
り
、
門
構
え
・

玄
関
と
上
段
の
間
を
設
え
て
い
る

の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
脇
本

陣
の
場
合
は
こ
れ
ら
の
施
設
の
一

部
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。天

保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
ご

ろ
の
記
録
で
あ
る
『
東
海
道
宿
村

大
概
帳

（
以
下

『
大
概
帳
』
と

』

、

表20 伊勢国内の東海道宿々人別・本陣・旅籠屋数（天保14年ごろ、参考に土山宿と東海道全体の平均）
出典は『東海道宿村大概帳 （ 近世交通史料集』四 。同史料により男女平均人数も判明する。』『 ）

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kinsei/image/03/gi.htm?pf=2096hy020.JPG&?pn=%E8%A1%A820 %E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AE%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%AE%BF%E3%80%85%E4%BA%BA%E5%88%A5%E3%83%BB%E6%9C%AC%E9%99%A3%E3%83%BB%E6%97%85%E7%B1%A0%E5%B1%8B%E6%95%B0
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略
す
）
に
よ
る
伊
勢
国
内
の
東
海
道
宿
々
の
本
陣
と
脇
本
陣
の
数
は
、
表

の
通
り
で
あ
る
。
東
海
道
全
体
で
み
れ
ば
、
平
均
す
る
と
一
宿
に
本
陣

20が
二
軒
、
脇
本
陣
が
一
軒
く
ら
い
で
あ
る
。
箱
根
・
浜
松
宿
に
は
六
軒
の

本
陣
が
あ
り
、
小
田
原
・
伏
見
宿
に
は
四
軒
、
大
磯
・
沼
津
・
金
谷
・
袋

井
・
新
居
・
赤
坂
・
岡
崎
・
石
薬
師
・
坂
ノ
下
宿
に
は
三
軒
の
本
陣
が
あ

っ
た
。
石
薬
師
～
亀
山
宿
間
は
、
東
海
道
の
中
で
も
庶
民
の
交
通
量
が
比

較
的
少
な
か
っ
た
た
め
に
旅
籠
屋
数
が
少
な
か
っ
た
が
、
大
名
や
公
家
・

幕
府
役
人
の
通
行
量
は
他
区
間
と
変
わ
り
な
か
っ
た
の
で
本
陣
・
脇
本
陣

数
が
極
め
て
少
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

亀
山
宿
の
本
陣
と
脇
本
陣
は
、
城
の
大
手
門
前
の
問
屋
場
を
挟
む
よ
う

に
し
て
並
ん
で
い
た
。
本
陣
は
樋
口
本
陣
と
呼
ば
れ
、
当
主
が
代
々
太
郎

兵
衛
を
名
乗
り
、
建
坪
三
三
八
坪
、
門
構
え
・
玄
関
付
き
で
次
の
間
・
奥

書
院
・
上
段
の
間
な
ど
も
あ
り
、
こ
の
辺
り
で
は
関
宿
の
川
北
本
陣
と
と

も
に
最
大
規
模
で
あ
っ
た
。
脇
本
陣
の
椿
屋
は
門
構
え
・
玄
関
が
な
く
、

建
坪
が
八
一
坪
で
あ
っ
た
。

関
宿
の
本
陣
・
脇
本
陣
は
、
い
ず
れ
も
中
町
に
あ
っ
た
。
川
北
本
陣
は

当
主
が
代
々
久
左
衛
門
を
名
乗
り
、
関
宿
の
問
屋
も
勤
め
、
そ
の
家
は
間

口
一
九
間
半
・
奥
行
き
五
〇
半
の
広
大
な
屋
敷
の
中
に
建
坪
三
九
五
坪
、

門
構
え
・
玄
関
付
き
で
あ
っ
た
。
伊
藤
本
陣
も
江
戸
時
代
初
期
か
ら
の
本

陣
で
、
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
に
亀
山
藩
か
ら
一
反
二
畝
余
の
屋
敷

の
地
子
免
除
を
追
認
さ
れ
て
い
る
（

九
々
五
集
』
巻
第
二
条
目
・
証
印

『

じ

し

部
九
四
頁

建
坪
は
二
六
九
坪

門
構
え
・
玄
関
付
き
で

当
主
は
代
々

）
。

、

、

関
宿
の
年
寄
役
を
勤
め
た
。

関
宿
の
萩
野
脇
本
陣
の
当
主
も
年
寄
役
を
勤
め
、
そ
の
建
物
は
建
坪
一

一
〇
坪
、
門
構
え
・
玄
関
付
き
で
あ
っ
た
。
鶴
屋
の
屋
号
を
も
つ
西
尾
脇

本
陣
の
建
坪
は
九
八
坪
、
門
構
え
は
な
く
玄
関
付
き
で
あ
っ
た

『
大
概

。

帳
』
に
は
関
宿
の
脇
本
陣
と
し
て
こ
の
二
軒
の
記
載
が
あ
る
が
、
こ
の
ほ

か
に
も
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
の
「
関
三
町
絵
図

（
亀
山
市
歴
史

」

博
物
館
所
蔵
）
に
は
原
脇
本
陣
の
記
載
が
あ
る
と
い
う
。

坂
ノ
下
宿
の
本
陣
三
軒
は
い
ず
れ
も
中
町
に
あ
り
、
門
構
え
・
玄
関
付
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き
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
大
竹
屋
本
陣
は
当
主
が
代
々
伝
右
衛
門
を
名

乗
り
、
坂
ノ
下
宿
の
年
寄
役
も
勤
め
、
建
物
は
建
坪
一
八
九
坪
、
客
室
一

八
部
屋
、
畳
数
が
二
〇
一
畳
、
板
敷
七
一
畳
の
広
さ
で
「
海
道
第
一
の
大

家
」
と
言
わ
れ
た
（

東
海
道
細
見

。
松
屋
本
陣
の
当
主
は
代
々
加
兵

『

』
）

、

、

。

衛
を
名
乗
り

問
屋
・
年
寄
役
な
ど
も
勤
め

建
坪
一
九
七
坪
で
あ
っ
た

梅
屋
本
陣
は
当
主
が
代
々
孫
九
郎
を
名
乗
り
、
や
は
り
問
屋
・
年
寄
役
も

勤
め
、
建
坪
は
一
六
一
坪
で
あ
っ
た
。

坂
ノ
下
宿
の
脇
本
陣
で
あ
る
小
竹
屋
は
、
吾
妻
川
を
越
え
た
筋
向
い
の

上
中
町
の
高
札
場
の
隣
に
あ
っ
て
、
建
坪
一
六
一
坪
、
門
構
え
・
玄
関
付

き
で
あ
っ
た
。
当
主
は
代
々
市
左
衛
門
を
名
乗
り
、
俗
謡
に
「
坂
ノ
下
で

は
大
竹
・
小
竹
、
宿
が
と
り
た
や
小
竹
屋
に
」
と
う
た
わ
れ
た
。
一
般
庶

民
の
旅
人
か
ら
み
れ
ば
、
大
竹
屋
は
本
陣
で
利
用
が
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る

、

。

が

そ
れ
に
対
し
小
竹
屋
は
あ
こ
が
れ
の
宿
泊
施
設
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

坂
ノ
下
宿
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
松
屋
本
陣
の
筋
向
い
に
鶴
屋
脇
本
陣
が
あ

っ
た
が
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
脇
本
陣
役
を
休
役
し
た
（
以
上
の

建
坪
は
『
大
概
帳
』
に
よ
る

。）

旅
籠
屋
は
江
戸
時
代
の
最
も
一
般
的
に
宿
泊
施
設
で
、
公
用
以

旅
籠
屋

外
の
武
士
や
庶
民
の
旅
人
が
多
く
利
用
し
た
。
江
戸
時
代
に
交
通
量
が
増

加
す
る
に
と
も
な
い
、
旅
籠
屋
の
数
は
急
速
に
増
加
し
た
。

旅
籠
と
は
、
も
と
も
と
平
安
時
代
に
は
馬
糧
を
入
れ
る
竹
で
編
ん
だ
籠

の
こ
と
を
指
し
た
が
、
や
が
て
旅
行
者
自
身
の
食
料
や
馬
の
飼
料
の
入
れ

物
の
意
味
に
転
じ
た
。
さ
ら
に
鎌
倉
時
代
に
宿
屋
が
出
現
す
る
と
そ
れ
を

馬
駄
餉
（
は
た
ご
）
と
言
う
よ
う
に
な
っ
て
、
古
来
の
旅
籠
は
旅
行
用
の

袋
の
こ
と
を
指
す
よ
う
に
な
り
、
そ
の
袋
が
後
の
両
掛
や

挟

箱
に
進
化

は
さ
み
ば
こ

し
た
。
江
戸
時
代
の
旅
籠
屋
と
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
食
料
を
提
供
す
る

旅
宿
を
指
し
、
木
銭
＝
薪
代
を
払
う
安
価
な
木
賃
宿
と
区
別
し
た
。

江
戸
時
代
初
期
の
一
般
的
な
宿
泊
施
設
と
し
て
は
、
旅
行
者
が
米
な
ど

の
食
料
を
持
参
し
て
そ
れ
を
煮
炊
き
す
る
た
め
に
燃
料
費
＝
木
賃
を
支
払

う
木
賃
形
式
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
四
四
）
ご

ろ
か
ら
次
第
に
食
料
を
提
供
す
る
旅
籠
形
式
が
増
加
し
た
。
幕
府
が
寛
永
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十
三
年
（
一
六
三
六
）
か
ら
寛
永
通
宝
を
鋳
造
し
は
じ
め
、
こ
れ
が
庶
民

に
も
行
き
渡
っ
た
の
で
金
銭
を
所
持
し
た
簡
便
な
旅
が
一
般
化
し
、
旅
籠

屋
が
急
増
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
旅
籠
屋
は
庶
民
の
旅
の
発
達
と
と
も
に
増
加
し
、
一
般
的
に

元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
前
後
が
数
的
に
最
も
多
い
時
期
で

あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
旅
籠
屋
の
大
半
は
経
営
が
小
規
模
で
そ
れ
ぞ

れ
に
盛
衰
が
あ
り
、
十
八
世
紀
後
半
に
中
小
の
旅
籠
屋
が
統
廃
合
さ
れ
て

。

、

、

大
規
模
な
旅
籠
屋
が
出
現
し
た

そ
れ
よ
り
以
降
は

数
的
に
横
ば
い
か

あ
る
い
は
む
し
ろ
減
少
傾
向
を
示
し
、
幕
末
に
な
っ
て
再
び
増
加
す
る
傾

向
に
あ
っ
た
。

『
東
海
道
宿
村
大
概
帳
』
に
よ
り
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
ご
ろ
の

伊
勢
国
内
の
東
海
道
宿
々
の
旅
籠
屋
数
を
表

で
み
る
と
、
亀
山
市
域
の

20

三
宿
で
は
坂
ノ
下
宿
が
四
八
軒
と
最
多
で
、
関
宿
の
四
二
軒
が
そ
れ
に
次

ぎ
、
亀
山
宿
は
二
一
軒
で
関
宿
の
ち
ょ
う
ど
半
分
で
あ
る
。
東
海
道
全
体

で
は
、
最
も
多
い
の
が
宮
（
熱
田
）
宿
の
二
八
三
軒
で
、
桑
名
宿
の
一
二

〇
軒
が
そ
れ
に
次
ぎ
、
最
少
は
石
薬
師
・
庄
野
宿
の
一
五
軒
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
亀
山
宿
が
石
薬
師
・
庄
野
宿
と
と
も
に
旅
籠
屋
が
少
な
い
の

、

。

は

こ
の
三
宿
の
地
理
的
事
情
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

と
い
う
の
も
、
江
戸
時
代
に
は
庶
民
の
旅
が
発
達
し
、
そ
の
旅
先
の
多
く

は
伊
勢
神
宮
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
伊
勢
神
宮
に
行
く
の
に
は
一

般
に
東
方
か
ら
だ
と
四
日
市
宿
の
西
の
日
永
の
追
分
で
東
海
道
か
ら
外
れ

て
伊
勢
街
道
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
西
方
か
ら
だ
と
関
宿
東
追
分
か

ら
伊
勢
別
街
道
を
利
用
す
る
の
で
、
こ
の
間
の
石
薬
師
・
庄
野
・
亀
山
宿

を
経
由
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
三
宿
で
は
庶
民
の

旅
人
の
通
行
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
の
で
旅
籠
屋
の
数
が
少
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
宿
場
の
規
模
と
旅
籠
屋
数
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
の
で
あ

る
。旅

籠
屋
の
家
屋
の
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
土
間
・

板
の
間
・
宿
泊
部
屋
・
勝
手
・
湯
殿
・
雪
隠
（
便
所

・
土
蔵
な
ど
を
備

）

え
て
い
た
。
同
じ
宿
泊
施
設
で
も
本
陣
・
木
賃
宿
が
平
屋
で
あ
る
の
に
対
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し
、
旅
籠
屋
の
中
に
は
二
階
建
て
も
多
く
み
ら
れ
た
。

旅
籠
屋
に
も
上
級
の
も
の
か
ら
安
価
な
も
の
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類

が
あ
っ
た
。
参
勤
交
代
一
行
の
下
宿
を
決
め
る
の
に
は
、
本
陣
・
脇
本
陣

以
外
を
札

宿

・
幕

宿

・
駕
籠

宿

・
並
宿
・
油
紙
宿
に
分
類
す
る
こ
と

ふ
だ
し
ゅ
く

ま
く
し
ゅ
く

か

ご

し
ゅ
く

が
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
札
宿
か
ら
並
宿
ま
で
が
旅
籠
屋
で
、
油
紙
宿
と

は
木
賃
宿
の
こ
と
で
あ
る
。
旅
籠
屋
を
御
用
宿
と
普
通
の
旅
籠
屋
と
区
分

す
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
場
合
の
御
用
宿
と
は
大
名
家
の
指
定
宿
の
こ
と

で
、
参
勤
交
代
の
時
に
は
重
臣
に
次
ぐ
上
級
家
臣
が
下
宿
し
、
江
戸
と
国

許
を
往
復
す
る
家
臣
な
ど
が
利
用
し
た
。
御
用
宿
の
中
に
は
、
大
名
家
の

飛
脚
や
宿
泊
者
の
利
用
す
る
人
馬
の
世
話
を
し
て
、
屋
号
に
大
名
家
の
居

住
地
の
地
名
・
国
名
を
つ
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

旅
籠
屋
を
、
酒
食
を
供
す
る
平
旅
籠
と
、
そ
れ
に
加
え
て
飯
盛
女
を
お

い
た
飯
盛
旅
籠
に
区
分
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
飯
盛
女
と
は
、
文
字
通
り

の
意
味
だ
け
で
な
く
、
旅
籠
屋
主
人
か
ら
宿
泊
者
に
春
を
売
ら
さ
れ
て
い

た
女
性
の
こ
と
で
あ
る
。
平
旅
籠
は
表
通
り
に
面
し
て
看
板
を
掲
げ
る
の

が
普
通
で
あ
る
が
、
飯
盛
旅
籠
は
看
板
も
な
く
て
土
間
も
狭
く
、
格
子
戸

の
内
側
の
板
の
間
の
後
ろ
に
飯
盛
女
を
並
べ
て
い
た
。
俗
謡
に
「
関
は
千

軒
女
郎
屋
は
沽
券
、
女
郎
屋
な
く
て
は
関
た
た
ん
」
と
う
た
わ
れ
る
ほ
ど

に
、
関
の
飯
盛
女
は
有
名
で
あ
っ
た
。

宿
場
に
は
、
三
都
（
江
戸
・
京
都
・
大
坂
）
定
飛
脚
と
提
携
し
て
彼
ら

に
休
泊
場
所
を
提
供
す
る
飛
脚
宿
も
あ
っ
た
。
飛
脚
宿
は
、
比
較
的
上
級

の
旅
籠
屋
が
兼
ね
て
営
業
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
普
通
の
旅
人
で
も
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
亀
山
宿
で
は
ふ
し
屋
、
関
宿
で
は
近
江
屋
、
坂

下
宿
で
は
銭
屋
が
飛
脚
宿
で
あ
っ
た
。

木
賃
宿
と
は
、
一
般
に
は
安
価
な
宿
泊
施
設
の
総

木
賃
宿
と
立
場
茶
屋

称
で
あ
る
が
、
本
来
の
意
味
は
米
な
ど
の
食
料
を
持
っ
た
旅
人
が
燃
料
費

＝
木
賃
を
支
払
っ
て
泊
ま
る
宿
の
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
江

戸
時
代
初
期
の
宿
泊
施
設
は
ほ
と
ん
ど
が
木
賃
形
式
で
あ
っ
た
。
し
か
し

米
を
持
参
し
て
の
旅
は
不
便
で
あ
り
、
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
や
が
て
旅
人
が
宿
泊
施
設
で
食
材
を
買
っ
て
自
炊
す
る
「
木
銭
・
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米
代
」
形
式
に
多
く
が
移
行
し
、
さ
ら
に
食
料
を
供
す
る
旅
籠
屋
が
一
般

化
し
た
。

し
か
し
木
賃
宿
も
存
続
し
、
江
戸
時
代
半
ば
ま
で
は
幕
府
が
そ
の
宿
賃

を
決
め
て
い
る
。
そ
の
木
賃
宿
は
、
や
が
て
文
字
通
り
柴
薪
代
を
払
う
宿

泊
施
設
と
、
実
際
に
は
粗
末
な
食
料
を
出
す
安
価
な
宿
泊
施
設
の
両
方
を

指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

木
賃
宿
と
旅
籠
屋
の
区
別
は
、
旅
籠
屋
は
宿
問
屋
の
差
配
下
に
あ
っ
て

幕
府
の
助
成
金
が
配
分
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
木
賃
宿
に
は
そ
れ
が
な

い
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
木
賃
宿
は
宿
問
屋
の
差
配
下
に

な
い
の
で
、
宿
場
の
記
録
に
残
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
実
態
を
把
握

す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
宿
場
絵
図
や
旅
人

の
旅
日
記
な
ど
を
み
る
と
、
木
賃
宿
の
多
く
は
宿
場
の
中
心
街
か
ら
外
れ

た
場
所
に
あ
る
こ
と
が
多
く
、
畳
が
敷
か
れ
て
い
な
い
の
が
一
般
的
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宿
場
で
は
中
心
部
に
問
屋
・
本
陣
を
挟
ん
で
旅
籠
屋
が
軒

を
並
べ
、
宿
外
れ
に
は
木
賃
宿
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
木
賃
宿
と
併
存
し
て

茶
屋
が
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
茶
屋
を

宿

端
茶
屋
と
言
っ
た
。
亀

し
ゅ
く

ば

山
宿
東
入
口
の
番
所
の
東
の
茶
屋
は
蕎
麦
切
り
が
名
物
で
、
関
宿
西
端
の

大
和
街
道
の
分
岐
点
に
も
茶
屋
が
あ
り
、
両
者
と
も
に
元
禄
三
年
（
一
六

九
〇
）
刊
行
の
『
東
海
道
分
間
絵
図
』
に
も
描
か
れ
た
古
く
か
ら
の
宿
端

茶
屋
で
あ
っ
た
。
坂
ノ
下
宿
の
金
光
院
の
前
の
如
来
堂
川
の
西
側
に
も
宿

端
茶
屋
が
あ
り
、
こ
れ
も
『
東
海
道
分
間
絵
図
』
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
宿
と
宿
と
の
間
に
も
茶
屋
が
で
き
、
こ
れ
を
立
場
茶
屋
と
言
っ
た

た
て

ば

が
、

宿

端
茶
屋
に
つ
い
て
も
立
場
茶
屋
と
総
称
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
ゅ
く

ば

本
来
、
立
場
と
は
人
足
が
休
憩
す
る
施
設
の
こ
と
を
指
し
た
が
、
立
場
茶

屋
と
称
し
て
一
般
の
旅
人
が
休
憩
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
茶
屋
は
、
一
般

に
入
口
が
土
間
で
、
中
央
を
境
に
左
右
二
つ
構
え
と
な
っ
て
お
り
、
部
屋

に
は
間
切
り
を
せ
ず
に
隠
れ
場
所
と
な
ら
に
い
よ
う
に
す
る
の
が
規
定
で

あ
っ
た
。

『
東
海
道
分
間
絵
図
』
に
描
か
れ
た
前
記
三
カ
所
以
外
の
立
場
茶
屋
を
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示
す
と
、
野
尻
村
西
端
の
能
古
茶
屋
、
一
之
瀬
村
の
新
茶
屋
、
沓
掛
村
の

の
ん

こ

茶
屋
、
鈴
鹿
峠
の
茶
屋
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
能
古
茶
屋
は
元
禄
三

年
（
一
六
九
〇
）
ご
ろ
、
禅
僧
の
能
古
が
開
い
た
も
の
で
奈
良
風
の
茶
飯

や
家
伝
の
麹
醤
・
煮
豆
な
ど
を
大
名
や
公
家
を
は
じ
め
、
多
く
の
一
般
旅

、

「

」

人
等
に
供
し

芭
蕉
が
こ
の
茶
屋
で

枯
枝
に
鳥
と
ま
り
た
る
や
秋
の
暮

と
詠
ん
だ
と
い
う
（

東
海
道
分
間
延
絵
図
』
第
十
八
巻
解
説
編

。
鈴
鹿

『

）

峠
の
茶
屋
は
、
ぜ
ん
ざ
い
餅
や
甘
酒
な
ど
が
名
物
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
の
宿
場
の
機
能
の
第
一
は
人
馬
に
よ
る
貨

関
の
御
茶
屋
御
殿

客
の
継
立
（
輸
送
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
通
行
人
の
要
請
に
応
じ

て
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
機

能
を
発
揮
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
宿
場
と
し
て
認
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

宿
場
の
宿
泊
施
設
と
し
て
は
、
本
陣
や
そ
れ
を
補
完
す
る
脇
本
陣
、
一

般
庶
民
が
多
く
利
用
す
る
旅
籠
屋
や
木
賃
宿
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
中

で
最
も
高
級
な
も
の
が
本
陣
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
は
一
時
的
で
は
あ
る

が
、
本
陣
以
上
に
高
級
に
施
設
が
存
在
し
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
江
戸
時

代
初
期
に
、
大
御
所
や
将
軍
が
利
用
し
、
あ
る
い
は
利
用
す
る
こ
と
を
目

的
で
造
ら
れ
た
御
殿
や
御
茶
屋
で
あ
る
。

天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
ご
ろ
の
記
録
で
あ
る
『
東
海
道
宿
村
大
概

』

「

」

、

「

」

帳

の

関
宿
雑
之
部

に

関
宿
の
中
町
裏
の
方
に

御
茶
屋
御
殿
跡

、

「

、

が
あ
り

こ
れ
は

天
正
二
十
辰
年
二
月
廿
一
日

神
君
御
休
息

被

遊

あ
そ
ば
さ
れ

其

砌

よ
り
除
地
に
相
成
」
っ
て
い
る
、
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
関
宿
内
の

そ
の
み
ぎ
り

じ
ょ

ち

あ
い

な

御
茶
屋
御
殿
は
、
徳
川
家
康
が
天
正
二
十
年
（
一
五
九
二
、
十
二
月
に
文

禄
と
改
元
）
二
月
に
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
出
兵
（
文
禄
の
役
）
の
際

に
そ
の
命
に
よ
り
肥
前
国
名
護
屋
へ
出
向
く
途
中
に
休
息
し
た
場
所
で
あ

り
、
そ
の
由
緒
に
よ
っ
て
そ
の
場
所
が
無
税
地
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る
。

家
康
は
こ
れ
以
外
に
も
将
軍
就
任
以
前
を
含
め
て
何
度
も
京
都
・
大
坂

へ
上
っ
て
お
り
、
秀
忠
・
家
光
も
同
様
で
あ
っ
た
。
天
下
統
一
し
て
か
ら

の
将
軍
・
大
御
所
の
上
洛
の
際
の
宿
泊
地
や
休
憩
地
に
は
、
基
本
的
に
は

沿
道
の
大
名
の
居
城
が
当
て
ら
れ
た
が
、
途
中
で
街
道
筋
か
ら
外
れ
る
こ
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と
も
あ
っ
た
し
、
ま
た
居
城
と
居
城
の
間
が
遠
隔
で
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
。前

述
し
た
よ
う
に
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
十
月
十
九
日
に
家
康
が

上
洛
し
た
と
き
の
帰
路
、
亀
山
城
に
宿
泊
し
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
そ
れ

以
降
の
東
海
道
鈴
鹿
峠
経
由
の
将
軍
上
洛
や
そ
の
帰
路
に
は
亀
山
城
が
宿

泊
地
に
当
て
ら
れ
て
い
る
（
表

。
確
証
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
上
洛

）
15

や
帰
路
の
際
に
は
、
お
そ
ら
く
関
の
御
茶
屋
御
殿
が
休
憩
場
所
に
当
て
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
「
御
分
間
絵
図
御
用
宿
方
明
細
書
上
帳

関
宿

（
以
下
「
明
細
書
上
」
と
い
う
）
に
は
、

」一
御
茶
屋
御
殿
屋
敷

壱
ケ
所

此
坪
数

千
弐
百
四
拾
弐
坪

但

東
西
巾
三
十
五
間
・
南
北
長

四
十
間

此
高

四
石
九
斗
六
升
六
合

右
往
古
御
代
官
御
陣
屋
ニ
而

（
中
略
）

天
正
二
十
辰
年
二
月
廿
一
日

権
現
様
被
為
掛
御
腰
候
ニ
付
、
其
砌
よ
り
御
竿
外（

服
部
（
泰
）
家
文
書
八
九
）

と
あ
る
。
当
時
の
御
茶
屋
御
殿
跡
の
敷
地
は
東
西
三
五
間
（
約
六
三
メ
ー

ト
ル

・
南
北
四
〇
間
（
約
七
二
ｍ
）
で
あ
っ
た
。

）
将
軍
や
大
御
所
の
た
め
に
御
殿
や
御
茶
屋
か
設
え
ら
れ
た
理
由
は
、
東

海
道
の
宿
場
に
は
い
ま
だ
常
設
的
な
本
陣
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
の

で
、
こ
う
し
た
特
別
の
休
泊
施
設
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

施
設
を
御
殿
と
か
御
茶
屋
、
あ
る
い
は
両
方
の
名
称
を
併
記
し
て
御
茶
屋

御
殿
と
称
し
た
。
御
殿
と
御
茶
屋
の
差
異
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
く
、
同

一
施
設
を
混
同
し
て
称
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
一
般
に
は
御
殿
の
方
が
大

規
模
で
あ
っ
た
。
関
の
そ
れ
は
、
一
般
に
御
茶
屋
御
殿
と
呼
ば
れ
て
い
た
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が
、
そ
れ
は
御
殿
の
よ
う
な
規
模
の
御
茶
屋
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
ろ

う
。関

の
御
茶
屋
御
殿
は
将
軍
や
大
御
所
が
利
用
し
な
い
通
常
時
は
、
関
宿

が
幕
府
領
時
代
に
は
幕
府
代
官
が
管
理
し
、
亀
山
藩
領
に
な
っ
て
か
ら
は

必
要
に
応
じ
て
同
藩
の
町
奉
行
や
御
用
目
付
が
出
張
し
て
管
理
し
た
。
し

か
し
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
の
家
光
の
上
洛
を
最
後
に
将
軍
が
上
洛

す
る
こ
と
が
途
絶
え
、
御
茶
屋
御
殿
を
実
質
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
の
で
、
次
第
に
そ
の
屋
敷
や
建
物
が
変
容
し
た
。

元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
四
）
に
描
か
れ
た
関
宿
の
「
御
茶
屋
御
殿
図
」

と
い
う
も
の
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
御
茶
屋
御
殿
の
敷
地
は
南

側
が
東
海
道
に
面
し
、
東
・
北
・
西
側
の
三
方
に
は
土
手
や
堀
が
巡
ら
さ

、

。

、

れ

建
物
の
一
部
は
残
っ
て
い
る

し
か
し
敷
地
の
大
半
は
借
地
と
し
て

一
般
の
民
家
や
畑
地
に
変
化
し
て
い
る
。
将
軍
の
上
洛
が
途
絶
え
て
六
七

年
を
経
過
し
て
お
り
、
そ
の
変
容
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

元
禄
十
四
年
の
「
御
殿
図
」
か
ら
約
一
〇
〇
年
後
の
享
和
三
年
の
「
明
細

め
い
さ
い

書
上
」
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
単
に
「
御
茶
屋
御
殿
屋
敷
」
と
し
て
そ

か
き
あ
げ

の
地
名
と
面
積
を
表
記
す
る
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
坂
ノ
下
宿
の
金
蔵
院
の
側
に
も
「
御
殿
跡
」
と
呼
ば
れ
た
場
所
が

あ
り

『
東
海
道
宿
村
大
概
帳
』
で
は
こ
れ
を
「
御
殿
所
」
と
記
し
て
い

、

る
。
こ
れ
は
同
院
の
中
興
開
山
の
宣
盛
が
徳
川
家
康
側
近
の
僧
天
海
と
法

縁
が
あ
り
、
そ
の
関
係
で
大
坂
夏
の
陣
の
際
に
小
休
し
た
と
も
、
寛
永
十

一
年
（
一
六
三
四
）
の
家
光
の
上
洛
の
際
に
小
休
し
た
と
こ
ろ
と
も
伝
え

ら
れ
て
い
る
（

東
海
道
分
間
絵
図
』
第
十
九
巻
解
説
編
、
な
お
同
書
で

『

は
家
光
の
上
洛
を
寛
永
十
三
年
と
し
て
い
る

。）

い
ず
れ
に
し
て
も
御
茶
屋
御
殿
は
、
宿
場
が
発
展
す
る
過
程
で
の
過
渡

的
な
最
高
級
の
大
休
泊
施
設
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

、

。

れ
に
代
わ
り

大
名
の
参
勤
交
代
用
と
し
て
本
陣
が
登
場
す
る
の
で
あ
る


